
５．財務関係

（６）住民監査請求及び住民訴訟に関する調　（令和３年４月１日　から　令和５年３月３１日　まで）

　　①　都道府県分

　　　ア　住民監査請求の件数（総括表）

（単位：件）

うち期間途過
によるもの

うち財務会計上
の行為でないと

したもの

うちその他の
理由のもの

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ） （Ｆ） （Ｇ）

R3.4.1 ～ R4.3.31 2 0 0 0 0 0 2 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 2 0 1 0 0 1 1 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 2 0 0 0 0 0 2 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 2 0 2 0 2 0 0 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 2 0 1 0 1 0 1 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 2 0 1 0 1 0 1 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 3 0 1 0 1 0 2 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 1 0 1 1 0 0 0 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 1 0 0 0 0 0 1 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 8 0 5 0 3 2 3 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 1 0 0 0 0 0 1 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 5 0 3 1 1 1 2 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 1 0 1 0 0 1 0 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 5 0 5 0 2 3 0 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 1 0 0 0 0 0 1 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 1 0 1 0 1 0 0 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 5 0 3 0 2 1 2 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 2 0 2 0 1 1 0 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 12 1 10 1 2 7 1 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 7 0 7 2 2 3 0 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 9 0 8 0 1 7 0 1 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 11 0 4 0 2 2 7 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 6 0 4 0 2 2 2 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 1 1 0 0 0 0 0 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 3 0 1 0 1 0 2 0 0

東京都

秋田県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

北海道

青森県

岩手県

宮城県

山形県

福島県

神奈川県

新潟県

うち認容の
件数（勧告を
行った件数）

うち合議不調に
より監査結果を
出さなかった
件数

うち取下げの
あった件数

うち棄却
の件数

都道府県名 期　間
住民監査請求

の件数
うち却下
の件数



うち期間途過
によるもの

うち財務会計上
の行為でないと

したもの

うちその他の
理由のもの

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ） （Ｆ） （Ｇ）

うち認容の
件数（勧告を
行った件数）

うち合議不調に
より監査結果を
出さなかった
件数

うち取下げの
あった件数

うち棄却
の件数

都道府県名 期　間
住民監査請求

の件数
うち却下
の件数

R3.4.1 ～ R4.3.31 2 0 0 0 0 0 2 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 2 0 0 0 0 0 2 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 3 0 2 0 1 1 1 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 3 0 0 0 0 0 3 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 2 0 0 0 0 0 2 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 2 0 2 0 2 0 0 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 2 0 1 0 0 1 1 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 1 0 0 0 0 0 1 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 2 0 1 0 1 0 1 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 1 0 0 0 0 0 1 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 1 0 1 1 0 0 0 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 9 0 7 0 1 6 2 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 10 1 4 1 0 3 2 3 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 1 1 0 0 0 0 0 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 7 0 3 0 0 3 4 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 2 0 1 0 1 0 1 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 3 0 3 2 0 1 0 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 2 0 0 0 0 0 2 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 2 0 0 0 0 0 2 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 2 0 0 0 0 0 2 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 3 0 2 0 1 1 1 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 10 1 1 0 1 0 8 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 1 0 0 0 0 0 1 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 3 0 0 0 0 0 3 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 1 1 0 0 0 0 0 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 1 0 1 0 1 0 0 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 3 0 1 0 1 0 2 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

兵庫県

京都府

大阪府

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県



うち期間途過
によるもの

うち財務会計上
の行為でないと

したもの

うちその他の
理由のもの

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ） （Ｆ） （Ｇ）

うち認容の
件数（勧告を
行った件数）

うち合議不調に
より監査結果を
出さなかった
件数

うち取下げの
あった件数

うち棄却
の件数

都道府県名 期　間
住民監査請求

の件数
うち却下
の件数

R3.4.1 ～ R4.3.31 1 0 0 0 0 0 1 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 1 0 1 1 0 0 0 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 9 1 3 2 0 1 5 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 1 0 0 0 0 0 1 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 6 0 6 0 6 0 0 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 5 1 4 2 0 2 0 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 3 0 3 1 1 1 0 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 3 0 1 0 1 0 2 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 2 0 0 0 0 0 2 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 5 0 4 0 0 4 1 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 1 0 0 0 0 0 1 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 6 0 3 1 2 0 3 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 3 0 0 0 0 0 3 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 5 0 3 0 2 1 2 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 1 0 0 0 0 0 1 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 2 0 1 0 0 1 1 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 3 0 1 0 0 1 2 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 3 0 2 0 2 0 1 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 1 0 0 0 0 0 1 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 1 0 0 0 0 0 1 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 2 0 2 0 2 0 0 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 1 0 1 0 0 1 0 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 6 0 6 1 2 3 0 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 2 0 1 0 1 0 1 0 0

R3.4.1 ～ R4.3.31 99 3 53 7 20 26 43 0 0

R4.4.1 ～ R5.3.31 150 5 80 10 34 36 61 4 0

香川県

愛媛県

鹿児島県

沖縄県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

大分県

宮崎県

岡山県

熊本県

合計

広島県

山口県

徳島県



　　　イ　請求事項等内訳表

請求
対象者

請求対象行為
・事案の概要

請求の内容
請求が
あった日

請求
人の
数
(人)

陳述の機会
を与えた日

陳述の方法
勧告の内容
棄却・却下・合議不調の理由
その他の内容

監査結果通
知年月日等

様式
アの
対応
項目

様式
ウの
対応
番号

北海道 知事
道が損害賠償金を公金から支出したこと
について、関係職員に求償していないこ
とは違法又は不当である

道が支払った損害賠償金について、原因
行為をなした教職員に求償するよう勧告
すること。関係職員に懲戒処分の措置を
講ずること。誤った公文書廃棄の再発防
止策について全市教育委員会及び学校に
周知徹底すること

R3.10.29 1 R3.12.24 口頭陳述
一部棄却

・一部却下

求償していないことについて、違
法性が存するとは認められない。
それ以外の請求については、財務
会計上の行為ではないため、却下

R4.2.2 Ｅ 無

北海道 知事
北海道議会の会派及び議員に交付した政
務活動費のうち調査委託費及び人件費の
支出は違法又は不当である

違法又は不当な支出額の返還及び今後の
損害を未然に防止するための条例改正等
を行うこと

R3.11.30 1 R3.12.27 口頭陳述 棄却
違法又は不当な支出とは認められ
ない

R4.2.2 Ｅ 有 1

北海道 知事
北海道百年記念塔を解体することは違法
である

解体に係る予算等の支出の差し止めを行
うこと

R4.5.10 1 却下
住民監査請求の法定要件を満たし
ていない

R4.6.28 Ｄ 有 2

北海道 知事
国葬儀に係る公金の支出は違法又は不当
である

国葬に知事等が出席することの差し止め
又は損害補填を行うこと

R4.8.19 13 R4.9.22 口頭陳述 棄却
違法又は不当な支出とは認められ
ない

R4.10.20 Ｅ 有 3

有 3件

無 1件

青森県 知事 使途基準に合致しない政務活動費の支出
県議会議員に対する政務活動費の返還請
求等の措置を講ずること

R4.6.29 1 R4.7.11

陳述書提出（新
型コロナウイル
ス感染症対策の

ため）

棄却
当該支出への政務活動費の充当に
ついては違法又は不当なものとは
認められない。

R4.8.25 Ｅ 無

青森県
知事
議長

国葬への出席・参列に関する公金の支出
知事及び県議会議長が国葬に出席・参列
するに際して公金を支出することを差し
止めること

R4.9.8 22 棄却
当該公金の支出については違法又
は不当なものとは認められない。

R4.9.22 Ｅ 無

有 0件

無 2件

岩手県 知事
違法・不当な知事政務秘書に対する給与
の支出

知事政務秘書に対する給与の支出差止め
及び返還請求

R3.11.22 1 却下
住民監査請求の要件を欠き、不適
法である。

R4.1.14 Ｃ 無

岩手県 知事
違法・不当な知事政務秘書に対する給与
の支出

知事政務秘書に対する給与の支出差止
め、返還請求及び県に対する支払い

R4.2.14 1 却下
住民監査請求の要件を欠き、不適
法である。

R4.3.29 Ｃ 無

岩手県 職員
損害が生じた原因の一端である職員によ
る過失等

職員に対する損害賠償請求 R4.6.21 1 却下
住民監査請求の要件を欠き、不適
法である。

R4.8.3 Ｃ 無

岩手県 知事 違法・不当な公金の支出
知事の国葬出席・参列に係る公金の支出
差止め又は返還請求

R4.9.29 3 R4.10.17 口頭陳述 棄却
公金の支出について違法又は不当
であるとの請求人の主張には理由
がない。

R4.11.25 Ｅ 無

有 0件

無 4件

宮城県 知事
違法な財産処分、契約締結及び公金の支
出

復元船の解体を中止し、解体の契約締結
及び公金の支出を防止すること

R3.4.14 10 却下
違法な財務会計行為が存在してい
るとは認められない。

R3.5.24 Ｃ 有 1

宮城県 知事 業務委託契約の債務不履行
契約の履行の追完、代金減額、解除等を
行うこと

R4.1.6 1 R4.2.1 口頭陳述 棄却
請求人が主張する債務不履行は存
在しない。

R4.3.3 Ｅ 有 2

宮城県 知事 堤防（県の財産）の管理を怠る事実
怠る事実の違法を確認し、その是正を知
事に勧告すること

R4.6.28 2 却下

河川堤防の管理は、河川堤防のそ
れ自体の財産的価値に着目し、そ
の価値の維持、保全を図る財務会
計上の財産管理行為とは言えな
い。

R4.8.5 Ｃ 有 3

都道府県名

請求事項 請求人による陳述 監査結果等

計

備考
住民訴訟
提起の
有無

4件

計 2件

計 4件



請求
対象者

請求対象行為
・事案の概要

請求の内容
請求が
あった日

請求
人の
数
(人)

陳述の機会
を与えた日

陳述の方法
勧告の内容
棄却・却下・合議不調の理由
その他の内容

監査結果通
知年月日等

様式
アの
対応
項目

様式
ウの
対応
番号

都道府県名

請求事項 請求人による陳述 監査結果等

備考
住民訴訟
提起の
有無

宮城県 知事 違法・違憲な国葬儀出席の公費支出
国葬儀の出席に公費支出をしないこと及
び地方自治法第１条の２に注力すること

R4.9.21 1 R4.10.12 口頭陳述 棄却
知事の出席は地域住民の代表とし
て出席するものであり社会通念上
相当と認められる。

R4.11.14 Ｅ 無

宮城県 知事 違法・不当な政務活動費の支出
県の被った損害を補填するために必要な
措置をとるよう勧告すること

R5.3.24 1 R5.4.14 口頭陳述 棄却
政務活動費を充当したことについ
ては、違法・不当とは認められな
い。

R5.5.22 Ｅ 無

有 3件

無 2件

山形県 知事
不法行為に基づく損害賠償請求又は不当
利得に基づく返還請求の不行使

政務調査費及び政務活動費に係る返還請
求権の行使

R4.11.25 2 R4.12.21 口頭陳述 却下 請求期間を徒過している。 R5.1.24 Ｂ 有 1

有 1件

無 0件

福島県 知事
道路及び河川の占有許可に違反し、占有
料が支払われていない

申請書等を提出させ占有料を徴収するこ
と

R3.4.27 1 R3.6.4 口頭陳述
一部棄却

・一部却下

道路については、違法性はない
河川については、河川管理権に基
づく管理は住民監査請求の対象外
のため却下

R3.6.28 Ｅ 無

福島県 知事
土砂の搬入・搬出工事費の支出が違法・
不当である

公金支出の差止め R4.6.6 1 R4.6.28
補足資料
提出

一部棄却
・一部却下

要件を欠き不適法
請求に理由がない

R4.8.5 Ｅ 無

福島県 知事
誤認により県に損害を与えた職員に対
し、求償権を行使していない

求償権を行使し、債権を回収すること R4.10.3 1 R4.11.11 口頭陳述 棄却 請求人の主張に理由がない R4.12.2 Ｅ 無

福島県 知事
誤認により県に損害を与えた職員に対
し、求償権を行使していない

求償権不履行により生じた県の損害金を
請求するよう義務付けるなどの措置を講
じるよう勧告を求める

R4.10.3 1 R4.11.11 口頭陳述 棄却 請求人の主張に理由がない R4.12.2 Ｅ 有 1
前記と同日付の
類似請求

福島県 知事
一般社団法人に対する不適当な補助金の
支出

補助事業の中止要請、補助金の返還　な
ど

R4.10.5 1 却下 要件を欠き不適法 R4.11.28 Ｄ 無

福島県 知事
誤払いにより県に損害を与えた職員に対
し、求償権を行使していない

管理者に県の損害金を請求するよう義務
付けるなどの措置を講じるよう勧告を求
める

R4.10.12 1 却下
財務会計上の行為を個別的、具体
的に摘示していると認められない

R4.11.28 Ｃ 無

福島県 知事
システムの不備により県に損害を与えた
受託業者に対し、求償権を行使していな
い

管理者に県の損害金を請求するよう義務
付けるなどの措置を講じるよう勧告を求
める

R5.1.4 1 却下
財務会計上の行為を個別的、具体
的に摘示していると認められない

R5.2.6 Ｃ 有 2
前記請求却下後
再度請求

福島県 知事
設計金額漏洩により県に損害を与えた職
員に対し求償権を行使していない

管理者に県の損害金を請求するよう義務
付けるなどの措置を講じるよう勧告を求
める

R5.2.28 1 却下
財務会計上の行為を個別的、具体
的に摘示していると認められない

R5.3.30 Ｃ 有 3

福島県 知事
システムの不備により県に損害を与えた
受託業者に対し、求償権を行使していな
い（再度請求）

管理者に県の損害金を請求するよう義務
付けるなどの措置を講じるよう勧告を求
める

R5.3.20 1 却下

却下を不服として住民訴訟を提起
し係属中である。また、今回請求
に新たに検討すべき事項が含まれ
ているとまでは認められない。

R5.5.19 Ｄ 無

前々記請求却下
後、住民訴訟を
提起し、重ねて
再度請求

有 3件

無 6件

茨城県 知事
違法・不当な産廃処分場整備候補地の選
定と、それに基づく予算の支出

産廃処分場整備に係る予算の支出を取り
止めること、及び、改めて産廃処分場の
選定をすること

R3.6.10 5 R3.7.13 口頭陳述
一部棄却

・一部却下

予算の支出に違法性又は不当性は
ない。
産廃処分場整備候補地の選定は財
務会計上の行為ではない。

R3.8.23 Ｅ 有 1

計 5件

計 1件

計 9件



請求
対象者

請求対象行為
・事案の概要

請求の内容
請求が
あった日

請求
人の
数
(人)

陳述の機会
を与えた日

陳述の方法
勧告の内容
棄却・却下・合議不調の理由
その他の内容

監査結果通
知年月日等

様式
アの
対応
項目

様式
ウの
対応
番号

都道府県名

請求事項 請求人による陳述 監査結果等

備考
住民訴訟
提起の
有無

茨城県
知事及び工事
事務所長等

違法・不当な総合評価方式による公共工
事に係る契約の締結

総合評価方式による公共工事の発注をし
てはならない旨の勧告をすること

R4.5.30 1 R3.6.17 口頭陳述 棄却
当該総合評価方式による落札者の
決定に違法性又は不当性はない。

R4.7.29 Ｅ 無

茨城県 知事
知事及び議会議長の違法・不当な国葬出
席に係る旅費等の公金の支出

旅費等の支出の差し止め、もしくは支出
された金額相当の損害賠償を請求するこ
と

R4.9.15 12 棄却
当該支出に違法性又は不当性はな
い。

R4.11.16 Ｅ 無

茨城県
土木事務所

長等
不法な護岸工事の実施による公金の支出 不法行為を是正すること R4.12.21 1 却下 請求期間を徒過している。 R5.2.9 Ｂ 無

茨城県
知事及び
警察署長

道路標識の違法な設置 違法な道路標識を撤去すること R5.1.4 1 却下 財務会計上の行為ではない。 R5.2.9 Ｃ 無

茨城県 知事
牛の違法な飼養管理に係る試験研究費、
施設整備費、職員給与費などの公金の支
出

公金の支出の返還及び差し止め R5.1.19 2 却下
財務会計上の行為に係る違法を主
張していない。

R5.3.6 Ｄ 無

有 1件

無 5件

栃木県 知事 公金の支出（政務活動費）
違法・不当な支出を返還させるための必
要な措置

R4.12.8 1 却下
返還を求める政務活動費相当額が
県に返還され、返還を求める支出
が存在しないため。

R4.12.26 Ｄ 無

有 0件

無 1件

群馬県 知事 行政による不当な行為
売買契約の成立の現状回復又は受託者に
対する損害賠償請求

R3.11.11 1 却下
財務会計上の行為又は怠る事実の
いずれにも該当しない。

R4.1.4 Ｃ 無

群馬県 知事 公開質問状への対応が不当であること。 予算の厳格な執行 R3.11.11 1 却下
具体的な損害発生の事実が摘示さ
れていない。

R4.1.4 Ｄ 無

群馬県 知事 違法・不当な随意契約 受託事業者への損害賠償請求 R3.11.11 1 却下
違法性又は不当性について具体的
かつ客観的な根拠や理由が摘示さ
れていない。

R4.1.4 Ｄ 無

群馬県 知事 未徴収の手数料があること。 未徴収の手数料の徴収 R4.1.31 1 却下
県に財務上の損害が発生していな
い。

R4.3.4 Ｄ 無

群馬県 知事 県主催事業を中止したこと。 県主催事業及び関連予算の厳格な執行 R4.1.31 1 却下
財務会計上の行為又は怠る事実の
いずれにも該当しない。

R4.3.4 Ｃ 無

群馬県 知事 違法・不当な政務活動費の支出
県議会議員会派に対する政務活動費の返
還請求を行うこと

R5.2.17 1 R5.3.20 口頭陳述
一部棄却

・一部却下

請求期間を徒過している。
違法又は不当な支出とはいえず、
県に損害が発生しているとはいえ
ない。

R5.4.17 Ｅ 無

有 0件

無 6件

埼玉県 教育委員会 勤務時間中の喫煙者に対する給与の支出
喫煙の是正と給与支出の損害補填を行う
こと

R4.2.7 1 却下
措置請求が財務行為の違法性を摘
示していない

R4.2.28 Ｃ 無

埼玉県 知事 不当な契約の締結
契約締結の是正及び最低賃金価格の積極
的活用を行うこと

R4.6.28 2 却下 県に財産的損害が生じない R4.8.4 Ｃ 無

計 6件

計 1件

計 6件



請求
対象者

請求対象行為
・事案の概要

請求の内容
請求が
あった日

請求
人の
数
(人)

陳述の機会
を与えた日

陳述の方法
勧告の内容
棄却・却下・合議不調の理由
その他の内容

監査結果通
知年月日等

様式
アの
対応
項目

様式
ウの
対応
番号

都道府県名

請求事項 請求人による陳述 監査結果等

備考
住民訴訟
提起の
有無

埼玉県 知事 違法な県費の支出
知事及び県警職員の派遣費用の支出の差
し止め

R4.9.21 5 R4.10.19 口頭陳述 棄却
当該費用の支出が違法又は不当で
あるとは認められない

R4.11.16 Ｅ 無

埼玉県 知事 不当な県費の支出
委託料の返還請求を行うこと
委託料及び補助金の支給停止を行うこと

R4.10.6 1 R4.11.7 口頭陳述
一部棄却

・一部却下
怠る事実に当たらない
県に財産的損害が生じない

R4.11.28 Ｅ 無

埼玉県 知事
不当な県費の支出
市条例違反

県予算の執行停止、建設面積の是正 R5.3.6 1 却下
請求対象行為は未だ議決していな
い予算案のため

R5.3.14 Ｄ 無

埼玉県 知事 政務活動費の領収書の記載の不備
領収書の記載について「宛名及び使途を
明記する」よう勧告すること

R5.3.20 1 却下
請求内容が財務会計上の行為に当
たらないため

R5.3.31 Ｃ 無

有 0件

無 6件

千葉県 知事 違法な郵送行為
選挙管理委員に対する損害賠償請求を行
うこと

R3.5.20 1 却下
違法性又は具体性について具体的
な理由の摘示がない。

R3.6.18 Ｄ 無

千葉県 知事 過料の賦課徴収の懈怠
一法人に対する過料の賦課徴収を怠って
いることの確認と是正をすること

R3.10.8 1 却下
財務会計上の行為に係る請求では
ない。

R3.11.12 Ｃ 無

千葉県 知事 税の賦課徴収の懈怠
一法人に対する税の賦課徴収を怠ってい
ることの確認と是正をすること

R4.4.21 1 却下
違法性又は具体性について具体的
な理由の摘示がない。

R4.6.10 Ｄ 無

千葉県 知事
違法・不当な政務活動費の支出(条例が違
法であり、法律及び条例に基づく支出が
違法)

県議会議員に対する政務活動費の支出の
差止めること

R4.4.21 1 却下

法律の違法性については、審査の
対象にならない。
そのほか、財務会計上の行為等の
違法性又は不当性について具体的
な理由の摘示がない。

R4.6.10 Ｄ 無

千葉県 職員 時間外収受箱の管理 財産の管理を怠る事実の是正を行うこと R4.7.6 1 却下
財務会計上の行為に係る請求では
ない。

R4.7.27 Ｃ 無

千葉県 知事
違法な補助金の支出(対象法人が法令違反
を行っていた)

一法人に対する補助金の交付が違法又は
不当であることの確認と必要な措置を行
うこと

R4.8.12 1 却下

財務会計上の行為ではない違法を
主張しているが、当該違法と補助
金の支出との関係を示しておら
ず、そのほか本件補助金の違法性
又は不当性が具体的に摘示されて
いない。

R4.9.9 Ｄ 有 1

千葉県 知事
違法な補助金の支出(対象法人が法令違反
を行っていた)

一法人に対する補助金の交付が違法又は
不当であることの確認と必要な措置を行
うこと

R4.8.19 1 却下

財務会計上の行為ではない違法を
主張しているが、当該違法と補助
金の支出との関係を示しておら
ず、そのほか本件補助金の違法性
又は不当性が具体的に摘示されて
いない。

R4.9.9 Ｄ 有 1

千葉県
知事及び
議長

違法・不当な旅費及び給与の支出(旅費及
び給与の支出原因となった行為が違法)

違法又は不当な行為に係る旅費及び給与
の返還を求めること

R4.9.27 4 取下げ R4.10.24 Ａ 無

千葉県
知事及び
議長

違法・不当な旅費及び給与の支出(旅費及
び給与の支出原因となった行為が違法)

違法又は不当な行為に係る旅費及び給与
の返還を求めること

R4.11.7 4 R5.1.6 口頭陳述
一部棄却

・一部却下

請求人が給与と主張した部分は、
財務会計上の行為に当たらない又
は具体的な違法性等が示されてい
ない。
旅費については、違法性及び不当
性はない。

R5.1.17 Ｅ 無

千葉県 知事 税の賦課徴収の懈怠 一法人に対する税の徴収を行うこと R5.2.20 1 却下
財務会計上の行為等について個別
的、具体的な摘示がない。

R5.3.10 Ｄ 無

計 6件



請求
対象者

請求対象行為
・事案の概要

請求の内容
請求が
あった日

請求
人の
数
(人)

陳述の機会
を与えた日

陳述の方法
勧告の内容
棄却・却下・合議不調の理由
その他の内容

監査結果通
知年月日等

様式
アの
対応
項目

様式
ウの
対応
番号

都道府県名

請求事項 請求人による陳述 監査結果等

備考
住民訴訟
提起の
有無

千葉県 知事
違法な政務活動費の支出(条例が違法であ
り、条例に基づく支出が違法)

県議会議員に対する政務活動費の返還を
求めること及び支出を差止めること

R5.2.24 1 却下
違法性又は不当性について具体的
な理由の摘示がない。

R5.4.5 Ｄ 無

千葉県 知事
違法な政務活動費の支出(条例が違法であ
り、条例に基づく支出が違法)

県議会議員に対する政務活動費の返還を
求めること

R5.3.1 1 却下 請求期間を徒過している。 R5.4.5 Ｂ 無

千葉県 知事 税の賦課徴収の懈怠
一法人に対する税の賦課徴収を怠ってい
ることの確認と是正をすること

R5.3.14 1 却下
財務会計上の行為等について個別
的、具体的な摘示がない。

R5.4.27 Ｄ 無

千葉県 知事 現金の管理 釣銭の準備を行うこと R5.3.31 1 却下
財務会計上の行為に係る請求では
ない。

R5.4.27 Ｃ 無

有 2件

無 12件

東京都 知事 介護給付費等の支出 給付費等の返還請求等を行うこと R3.4.14 3 却下 都の財務会計上の行為でない R3.5.27 Ｃ 無

東京都 知事
サービス付き高齢者向け住宅整備に対す
る補助金の支出

補助金の返還請求等を行うこと R3.5.14 3 却下
期間徒過
違法性・不当性の摘示なし

R3.6.24 Ｂ 無

東京都 知事 感染拡大防止等協力金の支給 協力金の返還請求等を行うこと R3.9.3 1 却下
請求事項を特定できる程度の具体
性なし

R3.10.20 Ｄ 無

東京都 知事 生活保護法に基づく検診命令等 検診命令の停止等 R3.11.9 1 却下 都の財務会計上の行為でない R3.12.16 Ｃ 無

東京都 知事 議員報酬・期末手当・政務活動費の支出 議員報酬等の返還請求等を行うこと R3.12.1 6 却下
住民であることを確認できない
違法性・不当性の摘示なし

R3.12.16 Ｄ 無

東京都 知事 議員報酬・期末手当・政務活動費の支出 議員報酬等の返還請求等を行うこと R3.12.1 1 却下 住民であることを確認できない R3.12.16 Ｄ 無

東京都
公営企業
管理者等

職員の給与の支出 給与の返還請求を行うこと R3.12.28 4 却下
期間徒過
違法性・不当性の摘示なし

R4.2.3 Ｂ 有 4

東京都 知事
マンションの耐震改修に係る助成金の支
出

助成金の返還請求を行うこと R4.8.19 1 却下 都の財務会計上の行為でない R4.10.6 Ｃ 有 3

東京都 知事
システムのプログラム改善委託等に係る
支出

当該支出の補填等をすること R4.9.5 1 却下 違法性・不当性の摘示なし R4.10.20 Ｄ 無

東京都 知事
中学校英語スピーキングテストに係る公
金の支出

当該支出を一切しないこと等 R4.9.9 53 却下 違法性・不当性の摘示なし R4.10.27 Ｄ 有 1

東京都 知事
事業受託者との契約及び事業受託者への
交付金交付

当該契約及び交付金交付の停止等をする
こと

R4.9.15 1 却下 違法性・不当性の摘示なし R4.10.27 Ｄ 無

東京都 知事
事業委託における履行の完了検査、委託
経費の精算等

受託者から必要に応じて委託料の返還等
を求めること

R4.11.2 1 R4.11.29 口頭陳述 認容
本事業の実施に必要な経費の実績
額を再調査及び特定し客観的に検
証可能なものとすること等

R4.12.28 Ｆ 有 2

東京都 知事
特定非営利活動法人が行う施設整備への
補助金の交付

当該補助金の交付の取消し等を求めるこ
と

R4.11.16 1 却下 違法性・不当性の摘示なし R5.1.10 Ｄ 無

計 14件



請求
対象者

請求対象行為
・事案の概要

請求の内容
請求が
あった日

請求
人の
数
(人)

陳述の機会
を与えた日

陳述の方法
勧告の内容
棄却・却下・合議不調の理由
その他の内容

監査結果通
知年月日等

様式
アの
対応
項目

様式
ウの
対応
番号

都道府県名

請求事項 請求人による陳述 監査結果等

備考
住民訴訟
提起の
有無

東京都 知事 公共駐車場に関する損害賠償 当該損害賠償を求めること R4.11.21 1 却下
請求事項を特定できる程度の具体
性なし

R5.1.12 Ｄ 無

東京都 知事
グループホーム建設工事への補助金の交
付

当該事業者に対する適切な指導を行うこ
と

R4.12.5 1 却下 違法性・不当性の摘示なし R5.1.26 Ｄ 無

東京都
公営企業
管理者等

無賃乗車に係る不当利得返還請求権の不
行使等

未納額の確定させた上で返納等を求める
こと

R5.1.20 3 却下
違法性・不当性の摘示なし
損害が発生していない

R5.3.9 Ｄ 無

有 4件

無 12件

神奈川県 知事
違法・不当な新型コロナウイルス感染症
拡大防止協力金の支出

県職員に対する損害賠償請求を行うこと R3.4.19 1 却下
損害発生の事実を摘示していな
い。

R3.5.11 Ｄ 無

神奈川県 知事
不当な契約の締結、違法・不当な契約の
履行、財産の管理を怠る事実

相手方に対する損害賠償請求を行うこと R3.4.30 1 R3.6.1 口頭陳述
一部棄却
・一部却下

（棄却）
・違法又は不当な契約の履行に該
当しない。
・県への損害が発生していない。
（却下）
・請求期間を渡過している。
・財務会計上の行為ではない。

R3.6.29 Ｅ 無

神奈川県
教育長及び
教育委員

違法・不当に財産の管理を怠る事実
県指定天然記念物等を無断で現状変更し
た相手を告発すること等

R3.5.14 1 却下
財務会計上の行為又は怠る事実の
いずれにも該当しない。

R3.6.10 Ｃ 無

神奈川県 知事
違法・不当な新型コロナウイルス感染症
拡大防止協力金の支出

県職員に対する損害賠償請求を行うこと R3.5.19 1 棄却
当該支出に違法性・不当性はな
い。

R3.7.16 Ｅ 無

神奈川県 知事
県職員が故意又は過失により県民に誤っ
た回答をした行為

県職員に対する損害賠償請求を行うこと R3.8.24 1 却下
財務会計上の行為又は怠る事実の
いずれにも該当しない。

R3.9.30 Ｃ 無

神奈川県 知事
違法・不当な新型コロナウイルス感染症
拡大防止協力金の支出

県職員に対する損害賠償請求を行うこと R3.8.24 1 棄却
当該支出に違法性・不当性はな
い。

R3.10.22 Ｅ 無

神奈川県 知事
違法・不当に損害賠償請求権の行使を怠
る事実

県職員に対する損害賠償請求を行うこと R3.10.11 1 却下

損害発生の事実が認められないた
め、損害賠償請求権は存在しない
ことから、財産の管理を怠る事実
はない。

R3.12.8 Ｄ 無

神奈川県 知事
違法・不当な新型コロナウイルス感染症
拡大防止協力金の支出

県職員に対する損害賠償請求を行うこと R3.11.8 1 棄却
当該支出に違法性・不当性はな
い。

R4.1.4 Ｅ 無

神奈川県 知事
上司のパワハラ行為及び知事の安全配慮
義務違反

国家賠償請求事件和解金相当額の求償請
求を行うこと

R3.11.8 1 R3.12.2 口頭陳述 棄却

上司のパワハラと職員の自殺との
間に相当因果関係があり、故意ま
たは重大な過失があったとする具
体的な証拠は認められなかったこ
となどから、求償権を有するもの
とはいえず、財産の管理を怠る事
実はない。

R4.1.5 Ｅ 有 1

神奈川県 県職員
違法・不当な公金（変更設計に伴う追加
費用）の支出

変更設計に伴う追加費用の返還請求を行
うこと

R3.12.27 1 R4.1.21 口頭陳述 棄却
設計変更に伴う追加費用の支出
は、違法・不当な公金の支出に当
たらない。

R4.2.25 Ｅ 無

神奈川県 知事 違法・不当な公金の支出 支出した公金の返還請求を行うこと R4.2.18 40 R4.3.23 口頭陳述 棄却
当該支出に違法性・不当性はな
い。

R4.4.19 Ｅ 有 2

神奈川県
知事及び
県職員

職務懈怠行為
職務懈怠行為をした職員に受給した給与
の返還請求を行うこと等

R4.8.12 1 却下
財務会計上の行為又は怠る事実の
いずれにも該当しない。

R4.9.22 Ｃ 無

計 16件



請求
対象者

請求対象行為
・事案の概要

請求の内容
請求が
あった日

請求
人の
数
(人)

陳述の機会
を与えた日

陳述の方法
勧告の内容
棄却・却下・合議不調の理由
その他の内容

監査結果通
知年月日等

様式
アの
対応
項目

様式
ウの
対応
番号

都道府県名

請求事項 請求人による陳述 監査結果等

備考
住民訴訟
提起の
有無

神奈川県
教育長及び
教育委員

違法・不当に財産の管理を怠る事実
相手方に対する損害賠償請求を行うこと
等

R4.9.15 1 却下
財務会計上の行為又は怠る事実の
いずれにも該当しない。

R4.10.28 Ｃ 無

神奈川県 県職員
将来における違法・不当な契約の締結
（指定管理者選定手続に瑕疵があった）

契約を締結してはならない R4.9.15 1 却下
損害発生のおそれを具体的に摘示
していない。

R4.11.1 Ｄ 無

神奈川県
知事及び
議会議長

将来における違法・不当な公金の支出
国葬儀に参列する知事及び県議会議長に
対する公金支出の差し止め

R4.9.15 148 R4.10.21 口頭陳述 棄却

国葬儀の参列に、県の予算執行の
適正確保の見地から看過し得ない
瑕疵があるとは認められないこと
から、当該参列に係る本件公金の
支出は、違法又は不当な公金の支
出に該当するとはいえない。

R4.11.11 Ｅ 無

神奈川県 県職員 違法・不当な出張費の支出
国葬儀の警備に派遣された警察官に対す
る出張費の返還請求を行うこと

R4.9.21 3 却下
当該財務会計上の行為が違法・不
当とする理由を具体的に摘示して
いない。

R4.11.14 Ｄ 無

神奈川県
知事及び
県職員

将来における違法・不当な契約の締結等
（指定管理者選定手続に瑕疵があっ
た。）

契約を締結してはならない等 R4.12.1 1 R4.12.20 口頭陳述 棄却 損害発生のおそれがない。 R5.1.27 Ｅ 無

有 2件

無 15件

新潟県 知事
土地改良事業計画変更認可における一連
の処理により支出した補助金は、公金の
不法な処理であり、違法な支出である。

・土地改良事業計画変更認可申請の許可
及び公告の取消
・土地改良区への県の補助金の返還請求
を行うこと

R4.1.12 1 取下げ

措置請求書に補助金交付について
の具体的な記載がなかったため、
追加主張するよう請求人に求めた
ところ、追加主張には時間がかか
るとの理由で取下げ。

R4.1.13 Ａ 無

新潟県 知事

県営新潟東港物流団地用地の使用承認及
び使用料免除手続には瑕疵が存在し、使
用料を免除したことは違法または不当に
財産の管理を怠る事実に該当する。

使用貸借及び使用料免除により賃料相当
額の損害が発生していることから当該損
害の補填に必要な措置を講ずることを請
求する。

R4.5.27 1 R4.7.15 口頭陳述 棄却

使用承認及び使用料免除手続につ
いては、いずれも裁量権の逸脱、
濫用または不合理な行使があった
とは認められず、違法または不当
に財産の管理を怠る事実は認めら
れない。

R4.7.26 Ｅ 有 1

新潟県 知事

・県営新潟東港物流団地用地について、
10億円を超す普通財産の処分を一括審議
として議論なく承認する県議会の対応
は、透明性を欠く。
・物流団地を業務経験のない不動産貸付
を主とする不動産業者へ譲ることは正当
な処分とは言えない。
・議会の承認を受ける前の契約締結は無
効である。
・情報公開決定通知における「公開請求
の対象となる行政文書は保有していな
い」とする議会事務局議事調査課の回答
は、新潟県情報公開条例第７条に違反す
る。

・売買契約を解除するよう勧告し、本来
の用地活用を行うことを求める。
・議会事務局議事調査課の対応は悪質で
あるから相応の処分を求める。

R4.5.27 1 却下

・財産的損害が生じ、又は生じる
おそれがあることについて個別
的、具体的に摘示しているとは認
められない。
・情報公開請求に係る議会事務局
議事調査課の対応は、法第242条第
１項に規定された財務会計行為の
いずれにも該当しない。

R4.6.17 Ｃ 無

新潟県 知事

知事の故安倍晋三国葬儀への参加は、違
法・不当な行為への加担行為であり、憲
法99条に明白に違反しており、それに際
し支給された旅費は、随行者の分も含め
て、違法・不当な財政支出に当たる。

国葬に参加した知事並びにその随行者に
旅費及びその相当額を支出しないこと、
または、既に支出された旅費について、
当該対象者に返還を命ずることを求め
る。

R4.9.28 29 R4.10.27 口頭陳述 棄却

・本件国葬への出席が著しく合理
性を欠き、予算執行の適正確保の
見地から看過し得ない瑕疵が存す
るということはできないため、旅
費及び相当額の支出が財務会計法
規上の義務に違反する違法なもの
であるということはできない。
・国葬への出席が著しく妥当性を
欠き、知事の裁量を逸脱又は濫用
したものであるということはでき
ない。

R4.11.17 Ｅ 無

有 1件

無 3件

計 17件

計 4件



請求
対象者

請求対象行為
・事案の概要

請求の内容
請求が
あった日

請求
人の
数
(人)

陳述の機会
を与えた日

陳述の方法
勧告の内容
棄却・却下・合議不調の理由
その他の内容

監査結果通
知年月日等

様式
アの
対応
項目

様式
ウの
対応
番号

都道府県名

請求事項 請求人による陳述 監査結果等

備考
住民訴訟
提起の
有無

富山県 知事 契約に違反した再委託の実施 委託で使用した報償費を返却すること R3.9.3 1 欠席 棄却 当該委託は再委託に該当しない R3.11.15 Ｅ 無

富山県 知事 違法・不当な政務活動費の支出
県議会議員に対する政務活動費の返還請
求を行うこと

R3.9.24 2 欠席 棄却 当該支出に違法性はない R3.11.22 Ｅ 有 1

有 1件

無 1件

石川県 知事 違法・不当な政務活動費の支出
県議会議員に対する政務活動費の返還請
求を行うこと

R3.12.8 1 R4.1.5 口頭陳述 棄却
使途基準に違反するものは認めら
れない。

R4.2.3 Ｅ 有 1

石川県
知事（教育委
員会事務局）

違法な支出（勤務中に私的に文書を作成
した職員の給与及び作成費用）

相手方に対する給与及び費用の請求を行
うこと

R3.12.17 1 R4.1.14 口頭陳述 棄却
当該文書の作成は職務として行っ
た行為であり、職務専念義務に違
反すると認められない。

R4.2.10 Ｅ 無

石川県 知事
1 不当な公金の支出
2 宅地建物取引業、測量業等の免許違反
等

不当な公金の支出の是正と補填、宅地建
物取引業者の免許取消等の処分や契約の
解除

R4.8.31 1 却下

1 当該行為の違法・不当である根
拠を具体的かつ客観的に摘示して
いると認められない。
2 財務会計上の行為に該当しな
い。

R4.10.20 Ｃ 無

石川県 知事

1 違法な支出（勤務中に私的に文書を作
成した職員の給与及び作成費）
2 公金の賦課、徴収を怠る事実（私的な
用事に係る証明書発行手数料の請求）

相手方に対する給与、費用の返還請求、
証明書発行手数料の請求を行うこと

R4.10.18 1 却下
前回請求と同一の財務会計上の行
為を対象とする請求であり、別個
の請求と認められない。

R4.10.31 Ｄ 無

石川県 知事 違法・不当な政務活動費の支出
県議会議員に対する政務活動費の返還請
求を行うこと

R4.12.7 1 R5.1.6 口頭陳述 棄却
使途基準に違反するものは認めら
れない。

R5.2.2 Ｅ 有 2

有 2件

無 3件

福井県 知事 公金の支出 政務活動費の一部返還 R3.5.10 1 棄却
政務活動費として不当な支出では
ない。

R3.6.24 Ｅ 無

福井県 知事 備品の破損
備品の破損について指定管理団体に賠償
させること

R3.7.9 1 R3.7.16 口頭陳述 棄却 県は管理を怠っていない。 R3.8.31 Ｅ 無

福井県 知事 公金の支出 政務活動費の一部返還 R4.3.18 1 R4.4.6 口頭陳述 棄却
政務活動費として不当な支出では
ない。

R4.5.12 Ｅ 有 1

有 1件

無 2件

山梨県 知事 違法・不当な契約の締結及び公金の支出 弁護士費用の返還等 R3.6.17 1 R3.7.28 口頭陳述 棄却 主張は理由がない R3.8.11 Ｅ 有 1

山梨県 知事 違法・不当な契約の締結及び公金の支出 弁護士費用の返還等 R3.6.29 91 R3.8.10 口頭陳述
一部棄却
・一部却下

主張は理由がない R3.8.25 Ｅ 有 2

山梨県 知事 不当な標準保険料率の設定
国民健康保険料の標準保険料率の適正な
設定

R4.12.1 1 却下 財務会計上の行為でない R5.1.23 Ｃ 無

山梨県 知事 不当な公金の支出 祝電費用の弁償 R4.12.8 1 R5.1.13 口頭陳述 却下
支出の事実はなく、財務会計上の
行為が存在しない

R5.2.2 Ｃ 無

有 2件

無 2件

計 2件

計 5件

計 3件

計 4件



請求
対象者

請求対象行為
・事案の概要

請求の内容
請求が
あった日

請求
人の
数
(人)

陳述の機会
を与えた日

陳述の方法
勧告の内容
棄却・却下・合議不調の理由
その他の内容

監査結果通
知年月日等

様式
アの
対応
項目

様式
ウの
対応
番号

都道府県名

請求事項 請求人による陳述 監査結果等

備考
住民訴訟
提起の
有無

長野県 総務部長 違法な行政財産目的外使用料の減免
減免を取り消し、使用料、管理経費を徴
収すること

R4.3.4 1 却下
住民監査請求の要件を具備してい
ない。

R4.4.15 Ｄ 無

長野県 知事
体育授業中の事故に係る生徒への損害賠
償

生徒への賠償について、校長に対し求償
権を行使すること

R4.3.11 1 R4.4.9 口頭陳述 棄却 請求人の主張には理由がない。 R4.4.28 Ｅ 無

長野県
知事及び
議長

違法な国葬儀への知事及び議長の出席 国葬儀出席に係る経費の支出の差し止め R4.8.29 70 R4.9.21 口頭陳述
一部棄却
・一部却下

住民監査請求の要件を具備してい
ない。
請求人の主張には理由がない

R4.10.13 Ｅ 無

有 0件

無 3件

岐阜県 知事
財産の管理を怠る事実
（１級河川の護岸の管理を怠っている）

県が護岸工事した１級河川の護岸のうち
私有地部分に係る測量と用地買収

R3.6.9 1 却下 県の財務会計上の行為でない R3.6.18 Ｃ 無

岐阜県 広報課長
不当な契約の締結及び不当な公金の支出
（プロポーザル公募要領の失格事由に該
当する不当な契約の締結）

不当な契約をもとにした公金の支出の差
し止め及び不当な契約の差し止め並びに
プロポーザルにおける公平性を担保する
ための措置

R4.3.30 1 R4.4.13 口頭陳述 棄却 当該契約に不当性はない。 R4.5.23 Ｅ 無

岐阜県
知事、

県議会議長、
警察本部長

違法な公金の支出（違憲・違法であり、
法律の根拠なく実施された故安倍晋三国
葬儀（以下本項で「本件国葬」という）
への知事及び議長の出席並びに県警職員
の警備等の活動に係る県費の支出は違法
である）

違法な県費の支出について、損害賠償請
求を行うこと

R5.2.10 3 R5.2.28 口頭陳述 棄却

本件国葬への知事及び議長の出席
並びに県警職員の警備等の活動に
係る県費の支出は違法でない。ま
た、出席並びに警備等の活動は違
法ではない。

R5.3.27 Ｅ 有 1

有 1件

無 2件

静岡県 不明 違法な財産の取得（贋作の購入）
贋作であることの確定鑑定及び有責者に
対する民事責任の追及

R3.7.6 2 却下
訴えの原因となる損害賠償請求権
が期間徒過により消滅しているた
め。

R3.7.20 Ｂ 無

有 0件

無 1件

愛知県
知事及び
関係職員

県営住宅におけるエレベーター費の徴収 エレベーター費を平等にすること R3.4.19 1 却下 財務会計上の行為ではない。 R3.5.24 Ｃ 無

愛知県 知事 違法・不当な感染防止対策協力金の支出 感染防止対策協力金の支出の差止め R3.7.21 1 却下
財務会計上の行為が違法又は不当
である旨を摘示していない。

R3.8.12 Ｄ 有 1

愛知県 知事
違法・不当な新型コロナワクチン接種に
関する支出

新型コロナワクチン接種に関する支出の
差止め

R3.8.6 1 却下
財務会計上の行為が違法又は不当
である旨を摘示していない。

R3.8.25 Ｄ 無

愛知県 知事
違法・不当な民生委員協議会活動費交付
金の支出

民生委員協議会活動費交付金の返還請求 R3.9.3 1 R3.9.22 口頭陳述 棄却
当該支出に違法性又は不当性はな
い。

R3.10.26 Ｅ 無

愛知県 知事
違法・不当な感染防止対策協力金等の支
出

感染防止対策協力金等の支出の差止め R3.9.13 1 却下
財務会計上の行為が違法又は不当
である旨を摘示していない。

R3.10.21 Ｄ 無

愛知県 知事
違法・不当な計測管理の施行費負担金の
支出

計測管理の施行費負担金の返還請求 R3.9.30 6 R3.10.20 口頭陳述
一部棄却
・一部却下

(却下部分)請求期間を徒過してい
る。
(棄却部分)当該支出に違法性又は
不当性はない。

R3.11.26 Ｅ 有 2

愛知県 知事
違法・不当なワクチン接種促進キャン
ペーンに係る支出

ワクチン接種促進キャンペーンに係る支
出の差止め

R3.10.29 1 却下
財務会計上の行為が違法又は不当
である旨を摘示していない。

R3.11.22 Ｄ 無

計 3件

計 3件

計 1件



請求
対象者

請求対象行為
・事案の概要

請求の内容
請求が
あった日

請求
人の
数
(人)

陳述の機会
を与えた日

陳述の方法
勧告の内容
棄却・却下・合議不調の理由
その他の内容

監査結果通
知年月日等

様式
アの
対応
項目

様式
ウの
対応
番号

都道府県名

請求事項 請求人による陳述 監査結果等

備考
住民訴訟
提起の
有無

愛知県 警察本部長 違法・不当な郵送費等の支出 郵送費等の返還請求 R3.10.29 1 却下
財務会計上の行為が違法又は不当
である旨を摘示していない。

R3.11.22 Ｄ 無

愛知県 知事
違法・不当なＰＣＲ検査機関設備整備費
に関する支出

ＰＣＲ検査機関設備整備費に関する支出
の差止め

R4.2.8 1 却下
財務会計上の行為が違法又は不当
である旨を摘示していない。

R4.3.24 Ｄ 無

愛知県
教育委員会
教育長

違法・不当な紛失したリース物品に係る
支出

紛失したリース物品に係る支出の返還請
求

R4.6.30 1 却下 請求期間を徒過している。 R4.8.12 Ｂ 無

愛知県
議会

事務局長
違法・不当に政務活動費の返還請求を怠
る事実

政務活動費の利息相当額の返還請求 R4.7.20 1 R4.8.24 口頭陳述 棄却
返還請求権の行使を怠る事実は存
在していない。

R4.9.16 Ｅ 無

愛知県 知事
違法・不当な国葬儀出席に係る旅費の支
出

国葬儀出席に係る旅費の返還請求 R4.10.4 1 希望せず 棄却
当該支出に違法性又は不当性はな
い。

R4.11.28 Ｅ 無

愛知県 知事
違法・不当な民生委員協議会活動費交付
金の支出

民生委員協議会活動費交付金の返還請求 R4.10.27 1 却下
同一の住民監査請求を重ねて行っ
ている。

R4.11.28 Ｄ 無

愛知県
議会

事務局長
違法・不当な議員派遣に係る旅費の支出 議員派遣に係る旅費の返還請求 R4.11.28 1 却下

財務会計上の行為が違法又は不当
である旨を摘示していない。

R4.12.26 Ｄ 無

愛知県
議会

事務局長
違法・不当に政務活動費の返還請求を怠
る事実

政務活動費の返還請求 R4.12.23 1 R5.1.31 口頭陳述 認容
政務活動費のうち、事務所費の賃
借料として充当した額の返還を請
求することを勧告する。

R5.2.13 Ｆ 無

愛知県 知事 違法・不当な補助金の支出 補助金の支出の差止め R4.12.28 1 取下げ ー Ａ 無

愛知県 知事 違法・不当な補助金の支出 補助金の支出の差止め R5.1.17 1 却下
財務会計上の行為が違法又は不当
である旨を摘示していない。

R5.2.14 Ｄ 無

愛知県
議会

事務局長
違法・不当に政務活動費の返還請求を怠
る事実

政務活動費の返還請求 R5.2.24 1 希望せず 認容
政務活動費のうち、事務所費の賃
借料として充当した額の返還を請
求することを勧告する。

R5.4.20 Ｆ 無

愛知県
議会

事務局長
違法・不当に政務活動費の返還請求を怠
る事実

政務活動費の返還請求 R5.2.24 1 希望せず 認容

政務活動費のうち、当該県外活動
に係る調査研究費として充当した
額の返還を請求することを勧告す
る。

R5.4.20 Ｆ 無

有 2件

無 17件

三重県 知事
公園施設設置に係る使用料を徴収してい
ない

違法に徴収を怠っている公園施設設置使
用料の徴収等

R4.1.28 3 R4.2.25 取下げ R4.2.22 Ａ 無

三重県 教育委員会 特殊勤務手当（部活動指導）の支出
違法又は不当に支出している特殊勤務手
当の返還等

R4.7.11 1 却下 事実証明書が添付されていない。 R4.9.5 Ｄ 無

三重県
教育長、
学校長

駐車場（県立稲生高校）の利用料を徴収
していない

違法又不当に徴収を怠っている駐車場の
利用料の徴収等

R4.10.4 1 R4.11.8 棄却
施設使用料等の徴収を怠っている
事実に当たるとは認めらない。

R4.11.28 Ｅ 無

三重県
教育長、
学校長

県立学校の施設又は駐車場の利用料等を
徴収していない

違法又不当に徴収を怠っている施設又は
駐車場の利用料の徴収、教職員の人件費
の返還等

R4.10.4 1 R4.11.8 棄却

施設使用料等の徴収を怠っている
事実に当たるとは認められず、教
職員への給与の支払いは違法又不
当な公金の支出と認められない。

R4.11.28 Ｅ 無

計 19件



請求
対象者

請求対象行為
・事案の概要

請求の内容
請求が
あった日

請求
人の
数
(人)

陳述の機会
を与えた日

陳述の方法
勧告の内容
棄却・却下・合議不調の理由
その他の内容

監査結果通
知年月日等

様式
アの
対応
項目

様式
ウの
対応
番号

都道府県名

請求事項 請求人による陳述 監査結果等

備考
住民訴訟
提起の
有無

三重県 教育委員会 特殊勤務手当（部活動指導）の支出
違法又は不当に支出している特殊勤務手
当の返還等

R4.11.21 1 却下 事実証明書が添付されていない。 R5.1.11 Ｄ 無

三重県 教育委員会
三重県中体連理事長である教職員の人件
費の支出

教職員の人件費の返還等 R4.11.21 1 R4.12.20 棄却
教職員への給与の支払いは違法又
不当な公金の支出と認められな
い。

R5.1.11 Ｅ 無

三重県
教育長、
学校長

県立学校の施設又は駐車場の利用料等を
徴収していない

違法又不当に徴収を怠っている施設又は
駐車場の利用料の徴収、教職員の人件費
の返還等

R5.2.20 1 R5.3.15 棄却

施設使用料等の徴収を怠っている
事実に当たるとは認められず、教
職員への給与の支払いは違法又不
当な公金の支出と認められない。

R5.4.17 Ｅ 無
監査結果等の通知を
行ったのは令和5年
度

三重県 教育長
県立学校2校に係る産業医への謝礼（報
酬）の支出

違法又は不当に支出している謝礼（報
酬）の返還等

R5.3.2 1 却下
違法性又は不当性が具体的に示さ
れていない。

R5.4.17 Ｄ 無
監査結果等の通知を
行ったのは令和5年
度

有 0件

無 8件

滋賀県 知事
訴訟に関連して行われた種々の行為等が
違法であること

請求対象行為の違法確認等 R3.7.28 1 却下 財務会計上の行為ではない。 R3.9.9 Ｃ 無

滋賀県 知事 違法な指定管理料の支出 指定管理料の返還請求等を行うこと R4.1.12 2 R4.2.14 口頭陳述
一部棄却
・一部却下

当該支出に違法性はない（棄却）
請求期間を徒過している（却下）

R4.3.11 Ｅ 有 1

滋賀県 知事 違法な運営費の支出 運営費の支出の一部差止めを行うこと R4.8.8 1 却下
違法性が具体的かつ客観的に摘示
されていない。

R4.9.6 Ｄ 無

滋賀県 知事 違法な政務活動費の支出
政務活動費の返還等を命じるよう勧告等
を行うこと

R4.11.1 2 却下 請求期間を徒過している。 R4.11.15 Ｂ 無

滋賀県 知事
政務活動費の返還請求をしていないとい
う不作為等が違法であること

政務活動費の返還等を命じるよう勧告等
を行うこと

R4.11.24 2 却下 請求期間を徒過している。 R4.12.5 Ｂ 無

有 1件

無 4件

京都府 知事 違法・不当な政務活動費の支出
会派及び府議会議員に対する政務活動費
の返還請求を行うこと。

R3.4.15 3 R3.5.12 辞退 棄却 請求人の主張には理由がない。 R3.6.10 Ｅ 無

京都府 知事
違法・不当な損害賠償事件の公訴に関す
る費用の支出

職員出張旅費及び弁護士報酬の返還請求
を行うこと。

R4.2.21 1 R4.3.11 口頭陳述 棄却 請求人の主張には理由がない。 R4.4.12 Ｅ 無

京都府 知事
違法・不当な国葬儀への参列に際しての
公金の支出

知事及び議長の旅費等の支出を差し止め
ること。

R4.8.19 8 R4.9.9 口頭陳述 棄却 請求人の主張には理由がない。 R4.9.22 Ｅ 無

京都府 知事
違法・不当に漁港の占用料を徴収を怠る
事実

占用許可をして占用料を徴収し、過去5年
の占用料相当額の返還請求を行うこと。

R5.1.5 1 R5.1.31 口頭陳述 棄却 請求人の主張には理由がない。 R5.3.3 Ｅ 無

有 0件

無 4件

大阪府 知事 違法・不当な公金の支出
政務活動費の違法不当な支出に係る不当
利得返還請求

R3.6.25 1 R3.7.16 請求人欠席 棄却
当該支出に違法性・不当性は認め
られない。

R3.8.24 Ｅ 無

計 8件

計 5件

計 4件



請求
対象者

請求対象行為
・事案の概要

請求の内容
請求が
あった日

請求
人の
数
(人)

陳述の機会
を与えた日

陳述の方法
勧告の内容
棄却・却下・合議不調の理由
その他の内容

監査結果通
知年月日等

様式
アの
対応
項目

様式
ウの
対応
番号

都道府県名

請求事項 請求人による陳述 監査結果等

備考
住民訴訟
提起の
有無

大阪府 関係職員 違法・不当な契約及び公金の支出
動物の保管等委託料に係る支出の損害賠
償請求及び知事の辞職、職員の懲戒免職
処分の措置請求

R3.10.25 2 R3.11.19 口頭陳述 棄却
当該契約及び支出に違法性・不当
性は認められない。

R3.12.21 Ｅ 無

大阪府 議長 違法・不当な公金の支出 国葬に関連する公金支出の差止請求 R4.8.19 7 R4.9.2 口頭陳述 棄却
当該支出に違法性・不当性は認め
られない。

R4.9.21 Ｅ 無

大阪府 関係職員 違法・不当な公金の支出
各種検定料に係る不正行為の情報公開及
び弁償等の措置請求

R4.12.9 1 却下
財務会計上の行為又は怠る事実に
該当しない。

R4.12.22 Ｃ 無

大阪府 教育長 公金の支出の不作為
時間外手当の追給に係る遅延損害金精算
等の措置請求

R5.2.17 1 却下
監査の対象となる行為等が現に府
に損害を与えたものであるとはい
えない。

R5.3.16 Ｄ 無

有 0件

無 5件

兵庫県 知事
違法・不当な財産の管理・処分、
財産の管理を怠る事実

①警察署から引き取った所有者不明の
犬・猫を殺処分または譲渡したこと
②殺処分費用を知事から県に返還させて
いないこと
③違法な処分行為の防止、是正

R4.5.6 3 R4.6.16 口頭陳述
一部棄却

・一部却下

①法律及び条例に基づく手続に違
背していない。
②法律及び条例に基づく手続に違
背していないことから県に損害は
発生していない。
③所有者不明の犬・猫の殺処分又
は譲渡処分が犯罪であるかどうか
は監査の対象外。

R4.7.5 Ｅ 有 1

兵庫県 警察本部長
違法・不当な財産の管理・処分、
財産の管理を怠る事実

①警察署会計課が所有者不明の犬・猫を
動物愛護センターへ引き渡したこと
②①により県が被った損害を返還させて
いないこと
③違法な処分行為の防止、是正

R4.5.6 3 R4.6.16 口頭陳述
一部棄却

・一部却下

①法律及び条例に基づく手続に違
背していない。
②法律及び条例に基づく手続に違
背していないことから県に損害は
発生していない。
③所有者不明の犬・猫の殺処分又
は譲渡処分が犯罪であるかどうか
は監査の対象外。

R4.7.5 Ｅ 有 1

兵庫県 知事 違法・不当な契約の締結と委託料の支出
不当な請求により支出した業務委託料を
県に返還させること。

R4.6.8 1 取下げ R4.6.21 Ａ 無

兵庫県 知事 違法・不当な協力金の支出
営業実態のない飲食店への協力金とその
利子分を県に返還させること。

R4.8.2 1 却下
県の執行機関又は職員による違法
又は不当な財務会計上の行為につ
いて言及していない。

R4.8.16 Ｃ 無

兵庫県
知事及び
議長

違法な公金の支出
違憲・違法な国葬儀に参列する費用の差
し止め

R4.8.19 51 R4.9.13 口頭陳述
一部棄却

・一部却下

①国葬儀へ参列するかどうかは地
方公共団体の事務に属するものと
して、知事または議長の裁量と考
えられるため、これに関連する公
費を支出することは違法、不当で
はない。
②国葬儀の開催が違憲、違法であ
るかどうかは監査の対象外。

R4.9.21 Ｅ 無

兵庫県
知事及び
議長

違法な公金の支出
違憲・違法な国葬儀に参列する費用の差
し止め

R4.9.5 60 R4.9.13 口頭陳述
一部棄却

・一部却下

①国葬儀へ参列するかどうかは地
方公共団体の事務に属するものと
して、知事または議長の裁量と考
えられるため、これに関連する公
費を支出することは違法、不当で
はない。
②国葬儀の開催が違憲、違法であ
るかどうかは監査の対象外。

R4.9.21 Ｅ 無

計 5件



請求
対象者

請求対象行為
・事案の概要

請求の内容
請求が
あった日

請求
人の
数
(人)

陳述の機会
を与えた日

陳述の方法
勧告の内容
棄却・却下・合議不調の理由
その他の内容

監査結果通
知年月日等

様式
アの
対応
項目

様式
ウの
対応
番号

都道府県名

請求事項 請求人による陳述 監査結果等

備考
住民訴訟
提起の
有無

兵庫県
知事及び
議長

違法な公金の支出
違憲・違法な国葬儀に参列する費用の差
し止め

R4.9.7 3 R4.9.13 口頭陳述
一部棄却

・一部却下

①国葬儀へ参列するかどうかは地
方公共団体の事務に属するものと
して、知事または議長の裁量と考
えられるため、これに関連する公
費を支出することは違法、不当で
はない。
②国葬儀の開催が違憲、違法であ
るかどうかは監査の対象外。

R4.9.21 Ｅ 無 １名取下げ

兵庫県
知事及び
議長

違法な公金の支出
違憲・違法な国葬儀に参列する費用の差
し止め

R4.9.9 15 R4.9.16
口頭陳述
(当日欠席)

一部棄却
・一部却下

①国葬儀へ参列するかどうかは地
方公共団体の事務に属するものと
して、知事または議長の裁量と考
えられるため、これに関連する公
費を支出することは違法、不当で
はない。
②国葬儀の開催が違憲、違法であ
るかどうかは監査の対象外。

R4.9.21 Ｅ 無

兵庫県 知事
違法・不当な協力金の支出、
財産の管理を怠る事実

営業実態の確認をしないまま支給した飲
食店への協力金とその利子分を県に返還
させること。

R4.9.27 1 R4.11.4 口頭陳述 棄却

協力金の支給及び返還手続につい
て、国の運用、県の支給要綱及び
実施要領等に従い処理しており、
法令等に違背する点は認められな
かった。

R4.11.22 Ｅ 無

兵庫県 知事 不当な契約の締結と委託料の支出
不当な請求により支出した業務委託料を
県に返還させること。

R4.11.24 1 R4.12.16
口頭陳述
(当日欠席)

棄却

業務委託契約は適切に締結され、
支払に当たっては、委託業者から
提出された月次業務評価報告書が
適正であることを確認した上で処
理されており不当であるとはいえ
ない。

R5.1.19 Ｅ 無

有 2件

無 8件

奈良県 知事
違法な契約の締結（合理的な理由もなく
分割し随意契約により発注した）

知事、校長及び受注者に対して損害賠償
請求を行うこと

R3.4.20 6 R3.5.19 口頭陳述 棄却 当該契約に違法性はない。 R3.6.17 Ｅ 有 1

奈良県 知事
違法な賠償金の支出（国家賠償法の要件
を満たしていない）

知事に賠償金を返還する措置を求める R4.9.7 1 R4.10.12 口頭陳述 棄却
国家賠償法の要件を満たしてい
る。

R4.11.4 Ｅ 無

奈良県 知事 違法な公金の支出
知事、議会議長に対して、公金の支出差
し止め又は停止を求める

R4.9.15 64 R4.10.12 口頭陳述 棄却
違法、不当な点は認められなかっ
た。

R4.11.10 Ｅ 有 2

奈良県 知事
違法な公金の支出（工事の必要性が不明
確で違法な支出）

知事、土木事務所長及び受注者に対し損
害賠償をするよう求める

R4.10.21 6 R4.11.9 口頭陳述 棄却
違法、不当な点は認められなかっ
た。

R4.12.15 Ｅ 無

有 2件

無 2件

和歌山県 知事 違法・不当な保険料の支出 違法・不当な保険料過払い分の返還請求 R5.3.15 1 取下げ R5.4.13 Ａ 無

有 0件

無 1件

鳥取県 知事
違法・不当な公金の支出、予定地に産廃
施設を設置することはできない

支出を差し止め、県が被った損害を補填
するために知事又は職員が必要な措置を
講ずること

R4.4.6 10 R4.4.25 口頭陳述
一部棄却

・一部却下

・県が補助金を交付することに違
法又は不当性は認められない・県
の監査の権限は及ばない

R4.5.20 Ｅ 有 1

鳥取県 知事 違憲・違法な公金の支出 公金の支出を差し止めること R4.9.21 9 R4.10.25 口頭陳述 棄却
知事及び議長の国葬への出席は違
法な行為とは言えない

R4.11.14 Ｅ 有 2

計 10件

計 4件

計 1件



請求
対象者

請求対象行為
・事案の概要

請求の内容
請求が
あった日

請求
人の
数
(人)

陳述の機会
を与えた日

陳述の方法
勧告の内容
棄却・却下・合議不調の理由
その他の内容

監査結果通
知年月日等

様式
アの
対応
項目

様式
ウの
対応
番号

都道府県名

請求事項 請求人による陳述 監査結果等

備考
住民訴訟
提起の
有無

鳥取県 知事 不法行為による損害賠償 職員人件費などを知事に請求すること R4.12.28 1 却下 請求の要件を欠く R5.1.31 Ｃ 無

鳥取県 知事 違法・不当な政務活動費の支出
県議会議員に対する政務活動費の返還請
求を行うこと

R3.6.28 1 却下 請求の要件を欠く R3.7.19 Ｃ 無

有 2件

無 2件

岡山県 知事 違法な補助金の支出 違法に支出された補助金の返還 R4.3.14 2 R4.4.14 口頭陳述 棄却 請求には理由がない。 R4.4.28 Ｅ 無

有 0件

無 1件

広島県 知事 議長車の購入
議長車の購入に支出した金額を返還する
こと

R3.12.8 1 却下 請求期間を徒過している。 R4.1.17 Ｂ 無

広島県 知事 違法な契約の締結、委託業務の不履行 相手方から委託料を返還させること R4.6.13 1 R4.7.15 口頭陳述 棄却
当該契約に違法性はなく、業務を
適正に履行している。

R4.8.10 Ｅ 有 1

広島県 知事、議長
国葬儀への知事・議長出席・参列に係る
公費支出

国葬儀は違憲・違法であり、公費支出の
差し止め又は返還をすること

R4.9.5 12 R4.9.21 口頭陳述 棄却

国葬儀の違憲性・違法性は監査の
対象ではない。
知事・議長の出席は社交儀礼上の
行為であり、公費の支出は知事・
議長の裁量の範囲内である。

R4.9.26 Ｅ 有 2

広島県 知事 不適正な補助金の支出
不適正な補助金の支出について調査し、
対応すること

R5.2.9 1 却下
請求人は広島県民ではない。
事実証明書が添付されていない。
請求期間を徒過している。

R5.3.15 Ｂ 無

広島県 知事 不適正な補助金の支出
不適正な補助金の支出について調査し、
対応すること

R5.2.9 1 却下
請求人は広島県民ではない。
事実証明書が添付されていない。
請求期間を徒過している。

R5.3.15 Ｂ 無

広島県 知事 不適正な補助金の支出
不適正な補助金の支出について調査し、
対応すること

R5.2.15 1 取下げ Ａ 無

広島県 知事 違憲・違法な補助金の支出 違憲・違法な補助金支出の差し止め R5.2.25 1 棄却
請求人が主張する違法・不当な事
実が確認できない。

R5.4.28 Ｅ 無 陳述希望なし

広島県 知事
県契約規則に反した設計及び予定価格の
決定に基づく契約の締結

相手方から委託料を返還させること R5.3.3 1 R5.3.27 口頭陳述 棄却
県契約規則に反した設計及び予定
価格の決定とは認められない。

R5.4.28 Ｅ 無

広島県 教育長
NPO法人との取引についての違法・不当な
弁護士調査費用及び官製談合防止法違反
違法、不当なタクシー代支出

NPO法人との取引及び弁護士調査に要した
経費、タクシー代について損害賠償する
こと

R5.3.7 10 R5.3.29 口頭陳述
一部棄却

・一部却下

県に損害が発生しているとは認め
られない。
一部請求期間を徒過している。

R5.4.28 Ｅ 無

広島県 教育長 違法な交通費の支出 違法な交通費を返還させること R5.3.15 1 却下
財務会計上の行為の違法性等の摘
示がない。

R5.4.28 Ｄ 無

有 2件

無 8件

山口県 知事
知事に対する違法な公金支出（議長等の
招集旅費の支給）

支出した公金の返還 R3.5.26 7 R3.6.9 口頭陳述
一部棄却
・一部却下

請求人の主張に理由がない。
・請求期間を徒過している。

R3.7.20 Ｅ 無

計 4件

計 1件

計 10件



請求
対象者

請求対象行為
・事案の概要

請求の内容
請求が
あった日

請求
人の
数
(人)

陳述の機会
を与えた日

陳述の方法
勧告の内容
棄却・却下・合議不調の理由
その他の内容

監査結果通
知年月日等

様式
アの
対応
項目

様式
ウの
対応
番号

都道府県名

請求事項 請求人による陳述 監査結果等

備考
住民訴訟
提起の
有無

山口県 知事
知事に対する違法な公金支出（知事等の
国葬参列）

公金の支出の差止め R4.9.20 1 却下
違法又は不当な財務会計上の行為
が認められないことから、請求の
要件を満たしていない。

R4.10.18 Ｃ 無

山口県 知事
知事に対する違法な公金支出（知事の県
民葬の開催）

公金の支出の差止め R4.9.20 1 却下
違法又は不当な財務会計上の行為
が認められないことから、請求の
要件を満たしていない。

R4.10.18 Ｃ 無

山口県 知事
知事に対する違法な公金支出（知事の県
民葬の開催）

公金の支出の差止め R4.9.22 2 却下
違法又は不当な財務会計上の行為
が認められないことから、請求の
要件を満たしていない。

R4.10.18 Ｃ 無

山口県 知事
知事に対する違法な公金支出（知事等の
国葬の参列）

支出した公金の返還 R5.1.11 566 却下
違法又は不当な財務会計上の行為
が認められないことから、請求の
要件を満たしていない。

R5.2.7 Ｃ 有 1

山口県 知事
知事に対する違法な公金支出（知事の県
民葬の開催）

支出した公金の返還 R5.1.11 557 却下
違法又は不当な財務会計上の行為
が認められないことから、請求の
要件を満たしていない。

R5.2.7 Ｃ 有 2

山口県 知事
知事等に対する違法な公金支出（知事等
の護国神社参拝）

支出した公金の返還 R5.3.9 12 却下
違法又は不当な財務会計上の行為
が認められないことから、請求の
要件を満たしていない。

R5.3.28 Ｃ 有 3

有 3件

無 4件

徳島県 知事 違法な公金の支出 違法に支出された公金の返還 R3.4.16 1 取下げ 請求人の都合による R3.4.27 Ａ 無

徳島県 知事 違法な公金の支出 違法に支出された公金の返還 R3.5.11 1 却下
違法性又は不当性を具体的かつ客
観的に摘示したものとは言えな
い。

R3.6.11 Ｄ 無

徳島県 知事 違法な公金の支出 違法に支出された公金の返還 R3.6.21 1 却下
違法性又は不当性を具体的かつ客
観的に摘示したものとは言えな
い。

R3.7.16 Ｄ 無

徳島県 知事、職員 違法な公金の支出 知事及び職員への損害賠償請求 R3.6.23 2 却下

県の財務会計行為ではない、違法
性又は不当性を個別的、具体的に
摘示しているものとはいえない、
期間徒過

R3.7.16 Ｂ 有 1

徳島県 知事 損害賠償請求の不行使
知事及び職員への損害賠償請求を行うこ
と

R3.8.30 1 却下

違法な公金の支出に当たるかどう
かを対象としている、違法又は不
当性を個別的、具体的に摘示して
いるものとはいえない、期間徒過

R3.9.30 Ｂ 有 1 上記に共同訴訟参加

徳島県 職員 違法な公金の支出
事実確認の措置をとること、職員への損
害賠償請求等必要な措置をとること

R4.4.4 1 却下 期間徒過 R4.5.9 Ｂ 有 2

徳島県 知事 違法な公金の支出
・不当利得返還請求を行うこと若しくは
損害賠償請求
・個別外部監査契約による監査を求める

R4.5.2 1 却下

・別の会計年度の事案とはいえ、
同一機関、同一内容の財務会計行
為で、かつ係属中の事案と認めら
れる。
・外部の者による判断を必要とす
る、あるいは専門的な知識や判断
を必要とする事案ではない。

R4.6.6 Ｄ 無

徳島県
徳島県警察

本部長
違法な契約の締結（談合の疑いがあり県
に損害を与えている）

懲戒処分指針等に基づき、警察本部関係
者に対する適正な処分を求める

R4.11.6 1 却下

財務会計行為を特定しているとは
いえない、違法性又は不当性につ
いて、具体的かつ客観的に摘示し
ているとはいえない

R4.12.13 Ｃ 無

有 3件

無 5件

計 7件

計 8件



請求
対象者

請求対象行為
・事案の概要

請求の内容
請求が
あった日

請求
人の
数
(人)

陳述の機会
を与えた日

陳述の方法
勧告の内容
棄却・却下・合議不調の理由
その他の内容

監査結果通
知年月日等

様式
アの
対応
項目

様式
ウの
対応
番号

都道府県名

請求事項 請求人による陳述 監査結果等

備考
住民訴訟
提起の
有無

香川県 知事
財産の管理を怠る事実（令和元年度の政
務活動費）

県議会議員に対する政務活動費の返還請
求を行うこと

R3.6.28 2 R3.8.10 口頭陳述
一部棄却

・一部却下
主張には理由がないものと判断 R3.9.7 Ｅ 無

香川県 知事
違法又は不当な公金の支出（裁判に係る
着手金）

裁判に係る着手金を返還させることを求
める

R3.8.5 5 棄却 主張には理由がないものと判断 R3.9.28 Ｅ 有 1

香川県
公益財団法人

香川県
農地機構

業務内容が収支報告の内容から不適正 記載なし R3.8.24 1 却下 財務会計上の行為でない R3.10.18 Ｃ 無

香川県 知事
財産の管理を怠る事実（令和２年度の政
務活動費）

県議会議員に対する政務活動費の返還請
求を行うこと

R4.6.29 2 R4.8.9 口頭陳述
一部棄却

・一部却下
主張には理由がないものと判断 R4.9.7 Ｅ 無

香川県 知事
財産の管理を怠る事実（令和３年度の政
務活動費）

県議会議員に対する政務活動費の返還請
求を行うこと

R5.3.14 2 R5.4.28 口頭陳述
一部棄却

・一部却下
主張には理由がないものと判断 R5.5.26 Ｅ 無

有 1件

無 4件

愛媛県 知事 違法な公金支出

県への委託料の返還を命じることを求め
るほか、違法な公金支出について責任を
有する者に対して、当該事業の変更又は
中止及び当該損害の補填その他の必要な
措置を講ずることを求める。

R3.4.14 1 却下 請求期限を徒過している。 R3.6.9 Ｄ 無

愛媛県 知事 違法な公金支出

県への委託料の返還を命じることを求め
るほか、違法な公金支出について責任を
有する者に対して、当該事業の変更又は
中止及び当該損害の補填その他の必要な
措置を講ずることを求める。

R3.4.14 1 却下
一部請求期限を徒過しているほ
か、違法又は不当とする具体的根
拠の適示がない。

R3.6.9 Ｄ 無

愛媛県 知事 違法な公金支出

県への委託料の返還を命じることを求め
るほか、違法な公金支出について責任を
有する者に対して、当該事業の変更又は
中止及び当該損害の補填その他の必要な
措置を講ずることを求める。

R3.4.14 1 却下
違法又は不当とする具体的根拠の
適示がない。

R3.6.9 Ｄ 無

愛媛県 知事 違法な公金支出

県への委託料の返還を命じることを求め
るほか、違法な公金支出について責任を
有する者に対して、当該事業の変更又は
中止及び当該損害の補填その他の必要な
措置を講ずることを求める。

R3.4.14 1 却下
違法又は不当とする具体的根拠の
適示がない。

R3.6.9 Ｄ 無

愛媛県 知事 違法・不当な政務活動費の支出
県議会議員に対する政務活動費の返還請
求を行うこと。

R3.4.30 1 棄却
違法性又は不当な点は認められな
い。

R3.6.21 Ｅ 有 1

有 1件

無 4件

高知県 知事
河川工事に伴って発生する土砂類の適法
な管理を怠った

土砂類の適法な管理を怠ったことによる
損害を回復すること

R3.7.14 4 R3.8.18 口頭陳述 棄却 財産の管理を怠った事実はない。 R3.9.10 Ｅ 無

高知県
知事

関係職員
違法な補助金の交付

知事及び関係職員の責任を明らかにする
こと

R4.7.11 1 却下 請求期間を徒過している。 R4.7.29 Ｂ 無

高知県
知事

県議会議長
違法な国葬儀への出席に関する公費の支
出

国葬儀出席に係る公費支出の差し止め又
は返還を行うこと

R4.8.24 1 R4.9.15 希望せず 棄却 国葬儀への参列に違法性はない。 R4.10.13 Ｅ 無

計 5件

計 5件



請求
対象者

請求対象行為
・事案の概要

請求の内容
請求が
あった日

請求
人の
数
(人)

陳述の機会
を与えた日

陳述の方法
勧告の内容
棄却・却下・合議不調の理由
その他の内容

監査結果通
知年月日等

様式
アの
対応
項目

様式
ウの
対応
番号

都道府県名

請求事項 請求人による陳述 監査結果等

備考
住民訴訟
提起の
有無

高知県
知事

県議会議長
違法な国葬儀への出席に関する公費の支
出

国葬儀出席に係る公費支出の差し止め又
は返還を行うこと

R4.8.29 3 R4.9.15 口頭陳述 棄却 国葬儀への参列に違法性はない。 R4.10.13 Ｅ 有 1

高知県
知事

関係職員
知事の違法行為による災害に対する山地
災害防止事業の実施

公金を支出しない形で山地災害防止工事
を実施すること

R5.2.15 1 R5.3.24 口頭陳述 棄却 災害の原因に違法性はない。 R5.4.14 Ｅ 無

高知県
警察本部
会計課

被疑者が破損した飲酒検知管の弁済を受
け付けていない

被疑者が破損した飲酒検知管について弁
済を受領すること

R5.3.16 1 却下
使用済みの飲酒検知管は財産に該
当しない。

R5.3.24 Ｃ 無

高知県 担当課
違法な契約の締結
（辞退の要請）

損失補填などの正当な措置をとること R5.3.16 1 却下
実行委員会による契約は県の財務
会計上の行為ではない。

R5.3.24 Ｃ 無

有 1件

無 6件

福岡県 知事 違法な工事契約の締結 前払金の返還請求を行うこと等 R3.4.26 1 R3.5.20 口頭陳述 棄却
単年度工事を翌年度に繰り越すこ
とに違法性はない。

R3.6.22 Ｅ 無

福岡県 知事

・工事の違法又は不当な繰越し
・違法な工事契約の締結（上段の請求者
による同一内容の請求）

前払金の返還請求を行うこと等 R3.7.2 1 R3.7.26 口頭陳述
一部棄却
・一部却下

【棄却理由】
繰越手続は違法又は不当とは言え
ない。
【却下理由】
同一住民が先に監査請求の対象と
した財務会計上の行為を対象とす
る監査請求である（上段の請求者
による同一内容の請求）。

R3.8.31 Ｅ 無

福岡県 知事
違法又は不当な工期変更、変更契約の締
結

変更請負契約額に係る損害を補填するこ
と

R4.3.9 1 棄却
工期変更、変更契約等は違法又は
不当とはいえない。

R4.4.26 Ｅ 有 1 　

福岡県 知事 違法な公金の支出
精神医療審査会の運営に対する公金支出
の一部を差し止めること

R4.6.2 1 却下
住民監査請求の対象となる違法又
は不当な財務会計上の行為を個別
具体的に摘示していない。

R4.7.11 Ｄ 無

福岡県 知事
委託契約に基づかない違法又は不当な委
託料の支出

返還請求権の行使等の必要な措置を行う
こと

R5.1.16 1 棄却
当該支出は違法又は不当とは言え
ない。

R5.3.15 Ｅ 無

福岡県 知事
委託契約に基づかない違法又は不当な委
託料の支出

返還請求権の行使等の必要な措置を行う
こと

R5.1.16 1 棄却
当該支出は違法又は不当とは言え
ない。

R5.3.15 Ｅ 無

福岡県 知事 県有地の違法な使用
県有地を違法に市道敷として使用させて
いることの取消しを求めること

R5.1.30 2 却下
財務会計上の行為には当たらな
い。

R5.2.27 Ｃ 無

福岡県 知事 市が行った違法な国土調査、分筆登記
市が国土調査に基づき行った違法な分筆
登記の取消しを求めること

R5.1.30 2 却下
財務会計上の行為には当たらな
い。

R5.2.27 Ｃ 無

有 1件

無 7件

佐賀県 知事 違法・不当な公金の支出
チラシ印刷代の返還と再発防止措置を行
うこと

R4.5.16 1 R4.6.23 口頭陳述 棄却 措置の必要を認めない。 R4.7.8 Ｅ 無

有 0件

無 1件

長崎県 知事
違法・不当な業務委託契約の締結及び公
金の支出

委託契約の締結の防止若しくは業務委託
費支払いの防止を求める

R4.6.2 8 R4.6.30 口頭陳述 棄却 請求人の主張に理由がない。 R4.8.1 Ｅ 有 1

計 7件

計 8件

計 1件



請求
対象者

請求対象行為
・事案の概要

請求の内容
請求が
あった日

請求
人の
数
(人)

陳述の機会
を与えた日

陳述の方法
勧告の内容
棄却・却下・合議不調の理由
その他の内容

監査結果通
知年月日等

様式
アの
対応
項目

様式
ウの
対応
番号

都道府県名

請求事項 請求人による陳述 監査結果等

備考
住民訴訟
提起の
有無

長崎県 知事 違法・不当な公金の支出
違法な公金の支出等について損害の補填
等を求める

R5.2.24 1 却下 請求の要件を満たしていない。 R5.3.17 Ｄ 無

有 1件

無 1件

大分県 知事
違法・不当な公金の支出（委託金額の妥
当性を欠く）

委託契約金の全額を返還させること R3.5.25 1 却下

　請求人が違法・不当と考える理
由が一部しか記載されていない。
　請求の要旨を裏付けるものと客
観的に認められる事実を証する書
面が不足している。

R3.6.15 Ｄ 有

大分県 知事 債権管理を怠る事実（求償権の行使等） 関係職員等に求償すること R3.12.8 1 R3.12.27 口頭陳述 棄却 請求に理由がない。 R4.2.7 Ｅ 有 1

大分県
大分県

豊肥振興局長

違法・不当な公金の支出（偽造された証
拠書類に基づく妥当性を欠く補助金支
出）

県及び市に二重請求している補助金を返
還させること

R4.3.23 1 R4.4.25 口頭陳述 棄却

　請求に理由がない（監査中に交
付決定が取り消され、補助事業者
から補助金の全額が返還されたた
め、県に損害があるとは言えな
い）。

R4.5.25 Ｅ 有

大分県
知事ほか
関係職員

①債権管理を怠る事実（違法採取分の海
岸の土砂採取料の請求）
②財産管理を怠る事実（海岸管理、自然
公園管理、違法工作物撤去等）

①採取許可の取消、担当者の人事異動、
違法採取者への土砂採取料の追加請求及
び罰金の徴収等をすること
②漁港の違法な工作物、構築物等を撤去
させる原状回復命令を出すこと

R4.10.19 1 却下

　住民監査請求の対象となるとな
る財務会計行為が特定されていな
い。
　住民監査請求の対象外（県管理
漁港でない等）

R4.11.24 Ｃ 無

大分県
関与した
職員

交付金に係る請求

補助金適正化法違反による国庫返納によ
る損害が発生しているので、関与した職
員に対し、国庫返納相当額を求償するこ
と

R5.1.26 1 却下
住民監査請求の対象となるとなる
行為が特定されていない。

R5.2.22 Ｃ 無

大分県 知事

違法・不当な公金の支出（①妥当性を欠
く委託金額の支出、②過去に補助金の不
正請求を行ったことがある者に対する補
助金交付決定の取消し）

①委託事務について、実際に支払った額
より高い金額を支払ったように装い、着
服した差額分の返還を求めること
②過去にＡ補助金の不正請求を行ったこ
とがある者に対するＢ補助金の交付決定
を取り消すこと

R5.2.6 1 R5.3.16 口頭陳述 棄却 　請求に理由がない。 R5.4.6 Ｅ 無

住民訴訟が提起
されたかどうか
回答日時点では
不明

有 3件

無 3件

宮崎県 知事 違法・不当な委託料の支出
委託料が適正に使われているか確認し是
正させること

R3.12.6 1 R4.1.5 口頭陳述
一部棄却

・一部却下

・当該支出は違法・不当な公金支
出に当たらない。
・請求の一部は請求期間を徒過し
ている。

R4.2.4 Ｅ 無

宮崎県 知事 軽油引取税の賦課徴収を怠る事実
相手方に対する軽油引取税の賦課徴収、
罰金の徴収、行政処分及び刑事告訴を求
める。

R4.12.14 1 R5.1.13 口頭陳述
一部棄却

・一部却下

・県の対応は公金の賦課徴収を怠
る事実には当たらない。
・請求の一部は公金の賦課徴収に
関係がなく請求要件を満たしてい
ない。

R5.2.10 Ｅ 有 1

有 1件

無 1件

鹿児島県 知事 職員への不当な給与支払
県外からの産業廃棄物の搬入を止めるこ
と

R3.8.4 13 却下
財務会計上の行為の直接の要件と
して認められない。

R3.8.23 Ｃ 無

鹿児島県 知事 公益法人の違反行為
職員への給与支払及び公益法人への補助
金支払を止めること

R3.9.28 13 却下
財務会計上の行為の直接の要件と
して認められない。

R3.10.12 Ｃ 無

計 2件

計 6件

計 2件



請求
対象者

請求対象行為
・事案の概要

請求の内容
請求が
あった日

請求
人の
数
(人)

陳述の機会
を与えた日

陳述の方法
勧告の内容
棄却・却下・合議不調の理由
その他の内容

監査結果通
知年月日等

様式
アの
対応
項目

様式
ウの
対応
番号

都道府県名

請求事項 請求人による陳述 監査結果等

備考
住民訴訟
提起の
有無

鹿児島県 教育委員会 財産の管理 財産の管理を怠る事実があったこと R5.3.14 1 却下
事実及びその違法性・不当性が具
体的に示されているとは認められ
ない。

R5.3.27 Ｄ 無

有 0件

無 3件

沖縄県 知事
財産の管理を怠る事実（損害賠償請求権
を行使しないことの違法の是正）

相手方に対する損害賠償請求を行うこと R3.6.4 9 却下
請求事項を特定できる程度の具体
性なし

R3.7.16 Ｄ 有 1

沖縄県
知事及び

教育委員会
違法な公金の支出（違法な行為を前提と
してされた給与の支給）等

知事に対する損害賠償請求等 R3.7.21 19 却下
請求事項を特定できる程度の具体
性なし

R3.9.7 Ｄ 無

沖縄県 知事
違法な財産の管理（違法な使用許可によ
る使用料の減額）

相手方に対する不当利得の返還請求を行
うこと

R3.8.27 426 却下 財務会計上の行為に該当しない。 R3.10.12 Ｃ 無

沖縄県
知事及び

教育委員会

違法な公金の支出（委託料の支出額と受
託者の事業報告書記載の支出額の乖離額
の返還）等

相手方に対する委託料の返還請求を行う
こと等

R3.11.17 1 却下 請求期間を徒過している。 R3.12.23 Ｂ 無

沖縄県 知事
違法な公金の支出（委託料の支出額と受
託者の事業報告書記載の支出額の乖離額
の返還）等

相手方に対する委託料の返還請求を行う
こと

R4.1.5 1 却下
請求事項を特定できる程度の具体
性なし

R4.2.15 Ｄ 無

沖縄県 知事
違法な財産の管理（違法な使用許可によ
る使用料の減額）

相手方に対する不当利得の返還請求を行
うこと

R4.2.7 8 却下 財務会計上の行為に該当しない。 R4.3.17 Ｃ 無

沖縄県 知事
違法な公金の支出の差止め（国葬への参
列・出席に関する公金の支出）

公金の支出の差し止め R4.9.13 61 R4.10.3 口頭陳述
一部棄却
・一部却下

違法・不当な財務会計行為でな
い。

R4.10.14 Ｅ 無

沖縄県 知事
財産の管理を怠る事実の是正（使用許可
を得ないで使用した期間の使用料の徴収
及び過料を科すこと。）

知事に対して使用料を遡って徴収するこ
と及び過料を科すこと。

R4.11.11 23 却下
財産の管理を怠る事実がないこと
及び過料を科することは財務会計
上の行為に該当しない。

R4.12.23 Ｃ 無

有 1件

無 7件

有 54件

無 195件
合計 249件

計 3件

計 8件



　　　ウ　法第２４２条の２による住民訴訟が提起された場合

監
査
委
員
の
監
査
の
結
果

又
は
勧
告
に
不
服
が
あ
る

場
合

議
会
、

長
そ
の
他
の
執
行

機
関
又
は
職
員
の
措
置
に

不
服
が
あ
る
場
合

監
査
委
員
が
監
査
又
は
勧

告
を
法
定
期
間
内
に
行
わ

な
い
場
合

議
会
、

長
そ
の
他
の
執
行

機
関
又
は
職
員
が
必
要
な

措
置
を
講
じ
な
い
場
合

第
１
項
第
１
号

に
よ
る
請
求

同
項
第
２
号

に
よ
る
請
求

同
項
第
３
号

に
よ
る
請
求

同
項
第
４
号

に
よ
る
請
求

請
求
却
下

請
求
棄
却

原
告
一
部
勝
訴

原
告
全
部
勝
訴

- 北海道
知事に対して、政務活動費に係る
道議への不当利得返還請求を行う
ことを求めるもの

H30.4.26 ○ ○ ○ ○

R2.6.25札幌地裁一部認容、一部棄
却
R3.4.15札幌高裁原判決変更
R3.10.19最高裁上告受理申立不受
理決定

- 北海道

知事が行った河川占用許可処分の
取消し及び十勝総合振興局長が河
川用地内の工作物の撤去を求めな
いことが違法であることの確認を
求めるもの

R2.11.25 ○ ○ ○ ○
R3.6.30札幌地裁訴え却下
R3.12.17札幌高裁控訴棄却

1 北海道
知事に対して、政務活動費に係る
道議への不当利得返還請求を行う
ことを求めるもの

R4.3.3 ○ ○ 現在、札幌地裁係属中

2 北海道
知事に対して、道所有の建物の解
体に係る公金支出の差止めの請求

R4.7.25 ○ ○
R4.12.20札幌地裁一部棄却、一部
却下
現在、札幌高裁係属中

3 北海道
知事に対して、知事及び道議長の
旅費に係る不当利得返還請求を行
うことを求めるもの

R4.11.18 ○ ○ 現在、札幌地裁係属中

計 5件 5件 0件 0件 0件 1件 1件 1件 3件 1件 0件 1件 0件 1件

- 青森県
知事に対して、海外派遣旅費に係
る県議への不当利得返還請求を行
うことを求めるもの

R1.12.26 ○ ○ ○
R3.9.24青森地裁請求棄却
R4.3.17仙台高裁控訴棄却

- 青森県
知事に対して、政務活動費に係る
県議への不当利得返還請求を行う
ことを求めるもの

R2.9.23 ○ ○ ○ ○ R5.2.10青森地裁原告一部勝訴

計 2件 2件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 2件 0件 1件 1件 0件 1件

1 宮城県
知事に対して、復元船の解体に関
する公金の支出及び契約締結等の
差止めの請求

R3.6.23 ○ ○ ○ R4.9.27仙台地裁請求棄却

2 宮城県
県は請負業者に対し業務委託契約
の代金減額500万円を請求すること
を求めるもの

R4.3.24 ○ ○ ○ 現在、仙台地裁係属中

3 宮城県
知事に対して、堤防の管理に怠る
事実があることを確認する

R4.9.6 ○ ○ 現在、仙台地裁係属中

計 3件 3件 0件 0件 0件 1件 0件 2件 1件 0件 1件 0件 0件 0件

請求事項
訴訟の結果

（確定した場合のみ） 公費負
担の状
況（第
12項の
規定に
基づく
請求に
対する
支払
い）

訴訟の係属状況等番号 都道府県名 事件の内容 訴訟提起日

訴えの理由
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請求事項
訴訟の結果

（確定した場合のみ） 公費負
担の状
況（第
12項の
規定に
基づく
請求に
対する
支払
い）

訴訟の係属状況等番号 都道府県名 事件の内容 訴訟提起日

訴えの理由

- 秋田県
①補助金（1,000万円）の返還請求
をしないことの違法確認、②補助
金の不当利得返還請求

H30.6.11 ○ ○ ○ ○
R3.10.29秋田地裁請求棄却
R4.4.27仙台高裁秋田支部控訴棄却

- 秋田県
①補助金（1,000万円）の返還請求
をしないことの違法確認、②補助
金の不当利得返還請求

H30.8.6 ○ ○ ○ ○
R3.10.29秋田地裁請求棄却
（上記1件目の事件と併合）
R4.4.27仙台高裁秋田支部控訴棄却

- 秋田県
①補助金（1,000万円）の返還請求
をしないことの違法確認、②補助
金の不当利得返還請求

R2.11.27 ○ ○ ○ ○
R3.10.29秋田地裁請求却下
（上記1件目の事件と併合）
R4.4.27仙台高裁秋田支部控訴棄却

計 3件 3件 0件 0件 0件 0件 0件 3件 3件 0件 3件 0件 0件 0件

1 山形県

知事に対して、政務調査費及び政
務活動費に係る県議への不法行為
に基づく損害賠償請求又は不当利
得に基づく返還請求を行うことを
求めるもの

R5.2.21 ○ ○ 現在、山形地裁係属中

- 山形県
知事に対する山形県議会議員政務
調査費の返還請求

H24.6.22 ○ ○ ○

R3.12.14山形地裁
原告一部勝訴
R4.7.14仙台高裁
原告控訴棄却
R4.7.29確定

計 2件 2件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 2件 0件 1件 0件 0件 0件

1 福島県

知事に対し、重過失のあった職員
に対する損害賠償請求を怠る違法
確認及び損害賠償請求権行使請求
事件

R4.12.25 ○ ○ ○ 現在、福島地裁係属中

2 福島県
知事に対し、事業者への瑕疵担保
責任及び債務不履行による損害賠
償請求を怠る違法確認請求事件

R5.2.13 ○ ○ 現在、福島地裁係属中

3 福島県
知事に対し、不法行為（収賄）に
よる元職員への損害賠償請求を怠
る違法確認請求事件

R5.4.18 ○ ○ 現在、福島地裁係属中

計 3件 3件 0件 0件 0件 0件 0件 3件 1件 0件 0件 0件 0件 0件

1 茨城県

新最終処分場周辺道路の整備に係
る公金の支出が違法であるとし
て、知事の公金の支出の差止めを
求める請求

R3.9.24 ○ ○ 現在、水戸地裁係属中
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訴訟の係属状況等番号 都道府県名 事件の内容 訴訟提起日

訴えの理由

- 茨城県

県議会会派による政務活動費の支
出の一部が違法であるとし、その
違法な支出に係る金員
（81,725,546円）を不当利得とし
て会派に返還請求することを知事
に対して求める請求

H27.4.3 ○ ○ ○ R5.3.9水戸地裁原告一部勝訴

- 茨城県

県議会会派による政務活動費の支
出の一部が違法であるとし、その
違法な支出に係る金員（1,219,873
円）を不当利得として会派に返還
請求することを知事に対して求め
る請求

H30.8.21 ○ ○ ○ R3.7.16水戸地裁原告一部勝訴

- 茨城県

工事事務所長による工事費請負代
金の支出が違法であるとし、当該
支出額（199,937円）について、工
事事務所長等に賠償命令等をする
ことを知事に対して求める請求

H30.11.1 ○ ○ ○
R2.11.27水戸地裁請求棄却
R3.7.5東京高裁控訴棄却

- 茨城県

県議会会派による政務活動費の支
出の一部が違法であるとし、その
違法な支出に係る金員（7,896,182
円）を不当利得として会派に返還
請求することを知事に対して求め
る請求

R1.6.20 ○ ○ ○ R4.11.17水戸地裁請求棄却

- 茨城県
犬猫の殺処分に係る公金の支出が
違法であるとして、知事の公金の
支出の差止めを求める請求

R1.7.9 ○ ○ ○ ○

R3.6.18水戸地裁請求却下及び請求
棄却
R3.12.16東京高裁請求却下及び請
求棄却

- 茨城県

県議会会派による政務活動費の支
出の一部が違法であるとし、その
違法な支出に係る金員（488,302
円）を不当利得として会派に返還
請求することを知事に対して求め
る請求

R2.7.30 ○ ○ ○ R4.11.25水戸地裁請求棄却

計 7件 7件 0件 0件 0件 2件 0件 0件 5件 1件 4件 2件 0件 0件

- 栃木県

会派が交付を受けた政務活動費
（平成25(2013)年度分）の一部が
違法な支出であるとして、これに
相当する金員を不当利得として会
派に返還請求することを知事に対
して求めていたもの

H27.8.21 ○ ○ ○ ○

R2(2020).6.18
宇都宮地裁請求一部認容
R3(2021).9.8
東京高裁請求一部認容
R4(2022).6.9
最高裁上告受理申立不受理
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訴訟の係属状況等番号 都道府県名 事件の内容 訴訟提起日

訴えの理由

- 栃木県

会派が交付を受けた政務活動費
（平成27(2015)年度分）の一部が
違法な支出であるとして、これに
相当する金員を不当利得として会
派に返還請求することを知事に対
して求めていたもの

H29.9.8 ○ ○ ○ ○

R2(2020).9.30
宇都宮地裁請求一部認容
R4(2022).2.25
東京高裁請求一部認容
R4(2022).10.5
最高裁上告受理申立不受理

計 2件 2件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 2件 0件 0件 2件 0件 2件

- 群馬県
知事に対し、残土量に見合う損害
賠償を請求

R1.7.4 ○ ○ ○ R5.3.17前橋地裁請求棄却

- 群馬県
知事に対し、再任用職員に係る県
に生じた損害を回収するよう請求

R2.4.16 ○ ○ ○
R4.9.7前橋地裁請求一部棄却（一
部却下）

- 群馬県
知事に対し、森林環境保全整備事
業並びに復旧治山事業に係る補助
金の返還を請求

R3.2.24 ○ ○ ○ R4.3.23前橋地裁請求却下

計 3件 3件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 3件 1件 2件 0件 0件 0件

- 埼玉県
知事に対し、違法・不適切に支出
した政務活動費の返還をさせるこ
とを求める住民訴訟

H30.7.2 ○ ○ ○
R3.10.27さいたま地裁請求
棄却
R4.11.16　東京高裁請求棄却

計 1件 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 1件 0件 1件 0件 0件 0件

- 千葉県
知事に対し、政務活動費に関し不
当利得返還請求することを求める
住民訴訟

H29.4.4 ○ ○ ○
R2.3.27千葉地裁請求棄却
R3.4.23東京高裁控訴棄却
R3.12.9最高裁上告不受理

- 千葉県
知事に対し、調停和解によって免
除した債権に関し損害賠償請求す
ることを求める住民訴訟

H29.8.10 ○ ○ ○

R4.1.28千葉地裁請求棄却
R4.9.8東京高裁控訴棄却
R5.3.3最高裁
上告棄却、上告不受理

- 千葉県

病院局勤務医師に対し、当該医師
に支給した給与等相当額を損害賠
償ないし不当利得返還するよう病
院局長に請求

R1.5.24 ○ ○ ○ ○ ○

R3.4.13千葉地裁
請求一部却下一部棄却
R3.11.30東京高裁控訴棄却
R4.7.8最高裁
上告棄却、上告不受理

- 千葉県

１５名の県会議員に対し支払った
旅費のうち、航空運賃の一部につ
いて支給根拠がないものとして、
不当利得返還（合計11,706,750
円）をするよう知事に請求

R2.7.31 ○ ○ ○
R4.5.20千葉地裁請求棄却
R5.1.17東京高裁控訴棄却
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訴訟の結果
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訴訟の係属状況等番号 都道府県名 事件の内容 訴訟提起日

訴えの理由

1 千葉県
知事に対する違法な補助金支出に
伴う損害金の請求

R4.9.25 ○ ○ 千葉地裁係属中

計 5件 5件 0件 0件 0件 0件 0件 1件 5件 1件 4件 0件 0件 0件

1 東京都

知事らは、東京都中学校英語ス
ピーキングテスト事業に関して、
一切の公金を支出してはならな
い。

R4.12.8 ○ ○ 現在、東京地裁係属中

2 東京都

・知事らは、某一般社団法人に対
し、委託契約の委託料として不正
に取得した金員（約108万円）を都
に支払よう請求せよ。
・知事らは、都の職員らに対し、
金員（約108万円）を都に支払よう
請求せよ。

R5.2.1 ○ ○ 現在、東京地裁係属中

3 東京都

知事は、某マンション管理組合に
対し、不正に取得した耐震改修工
事の補助金（約1億9千万円）の返
還を請求せよ。

R4.12.8 ○ ○
R5.2.16東京地裁弁論終結
R5.5.18判決言渡し予定

4 東京都

・某労働組合役員に支給した給与
が、勤務時間中の組合活動に対す
るものであるとして、当該支給の
違法確認を求めるとともに、当該
給与（200万円）の返還請求を求め
る。
・某自動車営業所のバス乗務員
は、本来行うべき業務を行ってい
ないにもかかわらず、その分の給
与を減額していないとして、当該
給与支給の違法確認を求める。

R4.3.4 ○ ○ ○ 現在、東京地裁係属中

- 東京都

知事は、警視総監及び前警視総監
に対して、違法な公金の支出（沖
縄県に派遣した機動隊員の俸給）
に係る金額（2億8121万702円）を
請求せよ。

H28.12.20 ○ ○ ○ ○

R1.12.16東京地裁請求却下・棄却
R3.10.29東京高裁控訴棄却
R4.11.16最高裁上告棄却・上告不
受理
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請求事項
訴訟の結果

（確定した場合のみ） 公費負
担の状
況（第
12項の
規定に
基づく
請求に
対する
支払
い）

訴訟の係属状況等番号 都道府県名 事件の内容 訴訟提起日

訴えの理由

- 東京都

知事は、東京都内の市区町村、株
式会社Ｘ及びその関係者らに対し
て、東京都が支出した介護保険給
付及び介護扶助費用の負担分相当
額について不当利得返還請求又は
損害賠償請求を行え。

H31.4.3 ○ ○ ○ ○
R4.3.23東京地裁請求却下・棄却
確定

- 東京都

知事は、東京都内の市区町村、株
式会社Ｘ及びその関係者らに対し
て、東京都が支出した介護保険給
付及び介護扶助費用の負担分相当
額について不当利得返還請求又は
損害賠償請求を行え。

R1.7.23 ○ ○ ○ ○
R4.3.23東京地裁請求却下・棄却
確定

- 東京都

・知事は、株式会社Ｘ及びその関
係者らに対して、サービス付高齢
者向け住宅整備事業に係る補助金
の支出（2671万9000円）を取り消
せ。
・知事が、上記Ｘらに対して、上
記補助金の不当利得返還請求を
怠っていることの違法確認
・知事は、知事に対して、違法な
公金の支出に係る金額（上記Ｘら
に対する上記補助金の支出）を請
求せよ。

R2.3.24 ○ ○ ○ ○ ○ ○
R4.4.14東京地裁請求却下・棄却
確定

- 東京都

知事は、警視総監に対して、違法
な公金の支出（宗教法人Ｘに対す
る雑踏警備費13万9461円）を請求
せよ。

R1.9.9 ○ ○ ○ ○

R3.2.18東京地裁請求却下・棄却
R3.10.20東京高裁控訴棄却
R4.6.14最高裁上告棄却・上告不受
理

- 東京都
知事に対する豊洲新市場予定地取
得に伴う損害金（578億1427万8000
円）の請求

H24.5.24 ○ ○ ○
R2.7.21東京地裁請求棄却
R3.4.9東京高裁控訴棄却
R3.10.26最高裁上告棄却・不受理

計 10件 4件 0件 6件 0件 1件 1件 2件 9件 5件 6件 0件 0件 0件

- 神奈川県

県有地の利活用事業の売買・賃貸
借契約締結及び一切の公金の支出
並びにその他の義務の負担の差止
を求めるもの

R1.10.18 ○ ○ ○ R3.5.12横浜地裁請求棄却
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請求事項
訴訟の結果

（確定した場合のみ） 公費負
担の状
況（第
12項の
規定に
基づく
請求に
対する
支払
い）

訴訟の係属状況等番号 都道府県名 事件の内容 訴訟提起日

訴えの理由

- 神奈川県

県有地の利活用事業の賃貸借契約
が地方自治法2条14項等に反して違
法であることを理由に知事の職に
ある者に対する損害の請求を求め
るもの

R2.5.14 ○ ○ ○ R3.5.12横浜地裁請求棄却

- 神奈川県

宿泊療養施設として企業と締結し
た賃貸借契約及び、休業要請等に
応じた事業者に対して支払う協力
金の支出が違法であるとして、知
事の職にある者に対する損害の請
求を求めるもの

R2.10.2 ○ ○ ○
R3.6.16横浜地裁請求棄却
R4.1.19東京高裁請求棄却
R4.2. 5最高裁請求却下

- 神奈川県

リニア新幹線事業に係る金員の支
払いが違法であるとして、知事の
職にある者に対する損害の請求を
求めるもの

R3.1.13 ○ ○ ○ R4.11.9横浜地裁請求棄却

1 神奈川県

県職員の自死に関して提起された
国家賠償請求訴訟の結果、和解と
なった事件について、知事の職に
ある者及び職員の元上司に対し損
害賠償請求しなかったとして、怠
る事実の違法確認を求めるもの。

R4.1.10 ○ ○ 現在横浜地裁係属中

2 神奈川県

県立高校跡地内の樹木伐採委託事
業に係る金員の支払いが違法であ
るとして、知事の職にある者及び
支出命令を行った職員に対して賠
償を求めるもの

R4.5.16 ○ ○ 現在横浜地裁係属中

計 6件 6件 0件 0件 0件 1件 0件 1件 4件 1件 3件 0件 0件 0件

1 新潟県

県営新潟東港物流団地用地の使用
貸借及び使用料免除により発生し
た賃料相当額の損害の補填に必要
な措置を講ずることを求めるもの

R4.8.26 ○ ○ 現在、新潟地裁係属中

計 1件 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 1件 0件 0件 0件 0件 0件

1 富山県
知事に対して、政務活動費に係る
会派への不当利益返還請求を行う
ことを求めるもの

R3.12.22 ○ ○
R5.2.13富山地裁請求棄却
現在、名古屋高裁係属中

計 1件 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 1件 0件 0件 0件 0件 0件
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請求事項
訴訟の結果

（確定した場合のみ） 公費負
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訴訟の係属状況等番号 都道府県名 事件の内容 訴訟提起日

訴えの理由

1 石川県
県議会議員に対する令和２年度政
務活動費返還請求

R4.3.3 ○ ○
R4.10.11金沢地裁請求棄却
R5.3.15名古屋高裁控訴棄却
現在、最高裁係属中

2 石川県
県議会議員に対する令和３年度政
務活動費返還請求

R5.3.3 ○ ○ 金沢地裁係属中

- 石川県
県議会議員に対する平成28年度政
務活動費返還請求

H30.2.9 ○ ○ ○
R2.12.14金沢地裁請求棄却
R3.6.16名古屋高裁控訴棄却
R3.11.2最高裁上告棄却

- 石川県
県議会議員に対する平成26年度政
務活動費返還請求

H28.4.25 ○ ○ ○

R2.10.19金沢地裁請求棄却
R3.6.23名古屋高裁一部返還命令、
その余の請求棄却
R3.11.30最高裁上告棄却

- 石川県
県議会議員に対する平成29年度政
務活動費返還請求

H31.3.8 ○ ○ ○
R3.3.22金沢地裁請求棄却
R3.10.20名古屋高裁控訴棄却
R4.3.4最高裁上告棄却

- 石川県
県議会議員に対する平成30年度政
務活動費返還請求

R2.3.6 ○ ○ ○
R3.4.12金沢地裁請求棄却
R3.10.20名古屋高裁控訴棄却
R4.3.10最高裁上告棄却

- 石川県
県議会議員に対する令和元年度政
務活動費返還請求

R3.4.21 ○ ○ ○
R3.12.9金沢地裁請求棄却
R4.7.13名古屋高裁控訴棄却
R4.11.18最高裁上告棄却

計 7件 7件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 7件 0件 5件 0件 0件 0件

1 福井県 政務活動費の返還請求 R4.6.10 ○ ○ 現在、福井地裁係属中

計 1件 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 1件 0件 0件 0件 0件 0件

1 山梨県
違法契約締結に伴う損害金6,600万
円について、知事及び弁護士に対
して県への支払の請求

R3.9.8 ○ ○ 現在、甲府地裁係争中

2 山梨県
不要な契約締結に伴う損害金１億
4,300万円について、知事及び弁護
士に対して県への支払の請求

R3.9.21 ○ ○ 現在、甲府地裁係争中

計 2件 2件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 2件 0件 0件 0件 0件 0件
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訴訟の係属状況等番号 都道府県名 事件の内容 訴訟提起日

訴えの理由

- 岐阜県

違法な測量委託契約に基づき、県
が委託業者に支払った委託料相当
額について、知事及び元土木事務
所長に対して賠償請求することを
求めるもの

R2.4.27 ○ ○ ○
R3.10.6岐阜地裁　請求棄却
R4.4.27名古屋高裁　控訴棄却
R4.9.15最高裁上告受理申立不受理

1 岐阜県

故安倍晋三国葬儀への知事及び議
長の出席並びに県警職員の警備等
の活動に要した費用を返還するよ
う知事に求めるもの

R5.4.25 ○ ○ 岐阜地裁係属中

計 2件 2件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 2件 0件 1件 0件 0件 0件

- 静岡県
知事に対する不当利得（320万円）
返還請求権行使請求

R1.7.30 ○ ○ ○
R2.12.10静岡地裁請求棄却
R3.7.15東京高裁控訴棄却

- 静岡県
県に対して補助金の返還請求を求
める

H29.3.3 ○ ○ ○
R1.12.20静岡地裁請求棄却
R3.4.14東京高裁控訴棄却

計 2件 2件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 2件 0件 2件 0件 0件 0件

- 愛知県
知事に対する沖縄高江への愛知県
警機動隊の派遣違法公金支出損害
賠償請求権行使の請求

H29.7.26 ○ ○ ○

R2.3.18名古屋地裁請求棄却
R3.10.7名古屋高裁控訴認容
R5.3.22最高裁上告棄却及び上告不
受理

1 愛知県
知事に対する、飲食店等に対する
愛知県感染防止対策協力金支給差
止等の請求

R3.9.16 ○ ○ ○ ○

R4.3.28名古屋地裁請求棄却及び請
求却下
R4.4.8原告側控訴
R4.6.2原告取下げ

2 愛知県
知事に対する新設道路整備に伴う
計測管理施行費用負担金損害賠償
請求権行使の請求

R3.12.22 ○ ○ 名古屋地裁係争中

計 3件 3件 0件 0件 0件 1件 0件 0件 2件 1件 1件 1件 0件 0件

- 滋賀県
知事に対して、財産管理を怠る事
実に係る相手方への損害賠償請求
を行うことを求めるもの

H31.2.20 ○ ○ ○
R3.7.15大津地裁請求棄却
R4.2.24大阪高裁控訴棄却
R4.7.29最高裁上告不受理

- 滋賀県
知事等に対する違法な訴訟行為等
に係る損害賠償請求

R2.9.23 ○ ○ R3 原告死亡のため終了

1 滋賀県
知事に対して、違法な指定管理料
の支出に係る相手方への損害賠償
請求を行うことを求めるもの

R4.4.6 ○ ○ 現在、大津地裁係属中

計 3件 1件 0件 2件 0件 0件 0件 0件 3件 0件 1件 0件 0件 0件
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訴訟の係属状況等番号 都道府県名 事件の内容 訴訟提起日

訴えの理由

- 京都府

知事、国及び関係職員に対するダ
ム再開発事業負担金の支出に係る
損害金の請求及び今後の負担金支
出の差止請求

H27.1.23 ○ ○ ○ ○
R2.6.25京都地裁請求棄却
R3.5.28大阪高裁請求棄却

計 1件 1件 0件 0件 0件 1件 0件 0件 1件 0件 1件 0件 0件 0件

- 大阪府
知事等に対する、仮移転施設用地
整地業務等に係る公金違法支出の
損害賠償請求

H30.11.8 ○ ○ ○ ○

R3.7.14大阪地裁一部却下その余棄
却
R4.3.18大阪高裁控訴棄却
R4.8.8最高裁上告棄却及び上告受
理申立て不受理

- 大阪府
知事等に対する、日本万国博覧会
の推進に係る公金支出の差止請求
及び損害賠償請求

H31.2.28 ○ ○ ○ ○
R2.11.13大阪地裁一部却下その余
棄却
R4.4.27大阪高裁控訴棄却

- 大阪府
知事等に対する、IRカジノ推進に
係るリーフレット配布の差止請求
及び損害賠償請求

H31.3.18 ○ ○ ○ ○

R2.9.17大阪地裁請求一部却下その
余棄却
R3.4.16大阪高裁控訴棄却
R3.10.12最高裁上告棄却及び上告
受理申立て不受理

計 3件 3件 0件 0件 0件 3件 0件 0件 3件 0件 3件 0件 0件 0件

1 兵庫県

知事及び動物愛護センター所長に
対して、動物愛護センターにおけ
る犬及び猫の殺処分は違法である
として、当該殺処分に使用した薬
品代等につき、同センター職員等
に対する損害賠償請求を行うこと
を求めるもの

R4.8.1 ○ ○ 現在、神戸地裁係属中

計 1件 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 1件 0件 0件 0件 0件 0件

1 奈良県
知事及び契約相手方に対する違法
契約締結に伴う損害金の請求

R3.8.2 ○ ○ 奈良地裁係属中

2 奈良県
知事及び議長に対する違法な公金
支出に係る返還請求

R4.12.12 ○ ○ 奈良地裁係属中

- 奈良県
知事に対して、政務活動費に係る
県議への不当利得返還請求を行う
ことを求めるもの

H31.3.19 ○ ○ ○
R2.12.15奈良地裁一部認容
R3.9.15大阪高裁控訴棄却

- 奈良県
知事に対して、政務活動費に係る
県議への不当利得返還請求を行う
ことを求めるもの

R2.3.13 ○ ○ ○ ○
R3.9.9奈良地裁請求棄却
R4.7.13大阪高裁控訴一部認容
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請求事項
訴訟の結果

（確定した場合のみ） 公費負
担の状
況（第
12項の
規定に
基づく
請求に
対する
支払
い）

訴訟の係属状況等番号 都道府県名 事件の内容 訴訟提起日

訴えの理由

- 奈良県

地方政治調査業務委託契約は違法
であることから、当該契約に基づ
く委託費の支出の差止め及び当該
委託に関与した者に対する謝金等
について損害賠償請求することを
求めたもの

R2.4.2 ○ ○
R3.5.8奈良地裁請求棄却
R4.6.23大阪高裁控訴棄却
R4.11.10最高裁上告棄却（決定）

- 奈良県
知事に対して、政務活動費に係る
県議への不当利得返還請求を行う
ことを求めるもの

R3.3.17 ○ ○ ○
R4.6.19奈良地裁請求棄却
R5.2.22大阪高裁控訴棄却

計 6件 6件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 5件 0件 3件 1件 0件 1件

1 鳥取県

知事に対して、県補助金に係る補
助金交付団体への損害賠償請求及
び不当利得返還請求を行うことを
求めるもの

R4.6.18 ○ ○ 現在、鳥取地裁係属中

2 鳥取県

知事に対して、国葬出席の公費支
出に係る知事及び県議会議長への
損害賠償請求及び不当利得返還請
求を行うことを求めるもの

R4.12.14 ○ ○ 現在、鳥取地裁係属中

計 2件 2件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 2件 0件 0件 0件 0件 0件

1 広島県
知事に対して、違法契約を行った
職員に対する損害賠償命令を求め
るもの

R4.8.19 ○ ○ 現在、広島地裁係属中

2 広島県
知事に対して、国葬への出席費用
の返還を求めるもの

R4.10.26 ○ ○ 現在、広島地裁係属中

計 2件 2件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 2件 0件 0件 0件 0件 0件

1 山口県
知事に対する違法な公金支出の返
還を求める請求（知事等の国葬の
参列）

R5.3.9 ○ ○ 現在、山口地裁係属中

2 山口県
知事に対する違法な公金支出の返
還を求める請求（知事の県民葬の
開催）

R5.3.9 ○ ○ 現在、山口地裁係属中

3 山口県
知事に対する違法な公金支出の返
還を求める請求（知事等の護国神
社参拝）

R5.4.27 ○ ○ 現在、山口地裁係属中

計 3件 3件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 3件 0件 0件 0件 0件 0件
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訴訟の結果

（確定した場合のみ） 公費負
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訴訟の係属状況等番号 都道府県名 事件の内容 訴訟提起日

訴えの理由

1 徳島県
知事は県への損害（129,548,676
円）を知事等に対し請求すること
を求めるもの

R3.8.13 ○ ○ 現在、徳島地裁係属中

2 徳島県
知事に対する損害賠償請求を怠っ
ていることが違法であることの確
認を求めるもの

R4.6.7 ○ ○ 現在、徳島地裁係属中

- 徳島県

知事に対する、公金（206,700円及
び7,661,040円）について返還請求
することを怠っていることが違法
であることの確認を求める請求

H30.3.14 ○ ○ ○

H31.3.6徳島地裁　却下
R1.9.13高松高裁　原判決取消し
徳島地裁に差戻し
R4.7.13徳島地裁　却下・棄却
R4.12.21高松高裁　原告の控訴棄
却

- 徳島県

知事に対する、公金（448,311円）
について返還請求することを怠っ
ていることが違法であることの確
認を求める請求

H30.3.14 ○ ○ ○

R1.10.9徳島地裁　却下・棄却
R2.6.4高松高裁　原判決取消し
R3.5.14最高裁　高松高裁判決破
棄、原告の控訴棄却

計 4件 4件 0件 0件 0件 0件 0件 3件 1件 0件 2件 0件 0件 0件

- 香川県
平成25年度政務活動費に係る不当
利得返還請求行為請求

H27.6.8 ○ ○ ○ ○
R3.4.20高松地裁原告一部勝訴
R3.12.16高松高裁控訴取下げ・確
定

- 香川県
香川県議会議員の海外派遣に係る
不当利得返還請求行為請求

H29.11.17 ○ ○ ○ ○
R3.12.24高松地裁原告一部勝訴・
確定

1 香川県
知事に対する公金支出金返還等請
求

R3.10.18 ○ ○
R5.1.26高松地裁請求棄却
現在、高松高裁係属中

計 3件 3件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 3件 0件 0件 2件 0件 2件

1 愛媛県
令和元年度に議員32名に交付した
政務活動費について、知事に対し
不当利得返還請求を求めるもの

R3.7.19 ○ ○ 松山地裁係争中

計 1件 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 1件 0件 0件 0件 0件 0件

1 高知県
違法な国葬儀への出席に関する公
費の返還請求を行うことを求める
もの

R4.10.24 ○ ○
高知地裁係争中
R5.10.27 判決言渡予定

計 1件 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 1件 0件 0件 0件 0件 0件
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請求事項
訴訟の結果

（確定した場合のみ） 公費負
担の状
況（第
12項の
規定に
基づく
請求に
対する
支払
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訴訟の係属状況等番号 都道府県名 事件の内容 訴訟提起日

訴えの理由

1 福岡県
知事に対する請負契約の履行の催
促及び契約の解除を怠ったことが
違法であることの確認を求める。

R4.5.9 ○ ○
R4.12.7 福岡地裁請求棄却
R5.5.11 福岡高裁控訴棄却
最高裁係属中

- 福岡県
知事に対する、支出済みの教育振
興事業費補助金のうち不適切と判
断された支出に係る返還請求

R1.8.23 ○ ○ ○

R3.1.20 福岡地裁請求棄却・原告
一部勝訴
R3.7.7 福岡高裁被告控訴認容（確
定）

計 2件 2件 0件 0件 0件 0件 1件 1件 0件 0件 1件 0件 0件 0件

1 長崎県
知事に対する違法な公金支出の差
止めの請求

R4.8.31 ○ ○ 現在、長崎地裁係属中

計 1件 1件 0件 0件 0件 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

- 大分県

知事に対して、一般社団法人へ違
法な補助金支出に伴う損害金
（1,406,000円）を請求することを
求めるもの。

R2.12.3 ○ ○ ○
R4.6.3大分地裁請求棄却
R4.12.27福岡高裁控訴棄却
（確定）

- 大分県

知事に対して、公益社団法人へ契
約違反に伴う損害金（119,928,900
円）を請求することを求めるも
の。
※上記訴訟より分離

R2.12.3 ○ ○ ○

R3.12.24大分地裁訴え却下（監査
請求前置なし）
R4.7.15福岡高裁控訴棄却
（確定）

- 大分県

警察署におけるビデオカメラ設置
事案に関して、違法な捜査により
県には公用車の燃料代及び人件費
（計24,698円）に相当する損害賠
償請求権の行使を怠っていること
の違法確認及び損害賠償の請求を
求めるもの

H29.9.13 ○ ○ ○ ○ ○

R2.6.22大分地裁（一部却下・一部
棄却）
R3.1.28福岡高裁控訴棄却
R3.9.17最高裁上告棄却・不受理

1 大分県

点数改竄により採用されたとして
採用を取り消された者が提訴した
教員採用取消処分取消等請求事件
の判決による損害賠償金、遅延損
害金、給与差額の遅延損害金に対
する求償権（3,956,277円）の行使
を違法に怠っていることの確認を
求めるもの

R4.3.9 ○ ○ 大分地裁係属中

計 4件 4件 0件 0件 0件 0件 0件 2件 3件 2件 2件 0件 0件 0件



監
査
委
員
の
監
査
の
結
果

又
は
勧
告
に
不
服
が
あ
る

場
合

議
会
、

長
そ
の
他
の
執
行

機
関
又
は
職
員
の
措
置
に

不
服
が
あ
る
場
合

監
査
委
員
が
監
査
又
は
勧

告
を
法
定
期
間
内
に
行
わ

な
い
場
合

議
会
、

長
そ
の
他
の
執
行

機
関
又
は
職
員
が
必
要
な

措
置
を
講
じ
な
い
場
合

第
１
項
第
１
号

に
よ
る
請
求

同
項
第
２
号

に
よ
る
請
求

同
項
第
３
号

に
よ
る
請
求

同
項
第
４
号

に
よ
る
請
求

請
求
却
下

請
求
棄
却

原
告
一
部
勝
訴

原
告
全
部
勝
訴

請求事項
訴訟の結果

（確定した場合のみ） 公費負
担の状
況（第
12項の
規定に
基づく
請求に
対する
支払
い）

訴訟の係属状況等番号 都道府県名 事件の内容 訴訟提起日

訴えの理由

1 宮崎県
知事に対する地方税法に定められ
た調査及び検査を怠っていること
等の違法確認の請求

R5.2.21 ○ ○ 宮崎地裁係属中

計 1件 1件 0件 0件 0件 0件 0件 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

1 沖縄県

①知事が相手方に対する損害賠償
を請求しないことの違法確認
②知事に対して、怠る事実に係る
相手方に損害賠償の請求をするこ
とを求めるもの

R3.8.16 ○ ○ ○ 現在、那覇地裁係属中

- 沖縄県

知事に対して、県外警察職員の活
動に係る支出済の公金（約858万
円）について関係職員へ損害賠償
請求することを求めるもの

H29.1.12 ○ ○ ○
R3.8.20 那覇地裁請求棄却
R4.9.6  福岡高裁請求棄却
R5.2.16 最高裁上告不受理

- 沖縄県

①委託契約の解除をしないことが
違法であることの確認を求め、②
知事に対する債務不履行（委任契
約に基づく善管注意義務違反）に
よる損害賠償金（2,166万円）の支
払い請求の義務付けを求め、③委
託先に対する不当利得金又は不法
行為による損害賠償金（2,166万
円）の支払い請求の義務付けを求
めるもの

R2.3.19 ○ ○ ○
①原告取下げ
②、③R4.2.16那覇地裁請求棄却

計 3件 3件 0件 0件 0件 0件 0件 1件 3件 0件 2件 0件 0件 0件

合計 112件 104件 0件 8件 0件 12件 3件 21件 91件 13件 50件 10件 0件 7件
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